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紙踏絵



　西南学院大学に博物館が設置されたのは2005（平成17）年4月（開館は翌年5月）のことで、早いも

ので8年の歴史をもつようになりました。

　本大学博物館は、1921年に完成し旧西南学院本館として活用されましたウィリアム・メレル・

ヴォーリズ設計の3階建ての赤レンガ館を活用した小規模な施設でありますが、大学の顔として

の役割をもっております。それだけに、「顔」にふさわしい博物館活動を行うよう努力を重ねてま

いりました。博物館活動の主要な点は展示にあります。本博物館も、キリスト教主義の大学教育

を実践しております西南学院大学にふさわしくキリスト教文化に主点を置いた展示活動を行って

おり、大学当局のご理解とご支援を得てそれを可能にする展示資料の収集を重ね、常設展示や特

別展示に反映させております。そればかりでなく、近年では玉川大学教育博物館や神戸大学海事

博物館との大学博物館連携、九州各地の教育委員会との地域連携、さらには地域にお住まいの市

民の方々との交流など、本館の展示は多くの方々に支えられ充実してきております。

　博物館活動は展示だけではありません。充実した展示を可能にするのは博物館資料ですが、そ

の魅力を存分に発揮させるのは博物館のもつ学識にあります。そのために、これまで、年2回開

催します特別展の『特別展図録』、博物館活動を速報します年4回の『西南学院大学博物館ニュー

ス』、毎年の活動を総括します『西南学院大学博物館年報』を刊行してまいりました。このほかにも、

特別展の際に講演会を開いておりますが、展示内容をより深くご理解いただけるようになると、

皆様から期待を寄せていただけるようになっております。近隣の小学生を対象にしましたワーク

ショップはその年少版となっており、地域と大学博物館、その背景にあります地域と西南学院大

学との交流に寄与しております。

　博物館活動の根幹を成すのは学識の蓄積にあります。上記しました諸活動のために、学芸員や

臨時職員として学芸業務を行っている大学院学生諸君は日ごろから研鑽を重ねており、その成果

を発表する場として『西南学院大学博物館紀要』の刊行が望まれておりました。ようやく体制が整

い、その機が熟してまいりましたので、紀要の刊行を開始する運びとなりました。

　紀要の発刊にとどまることなく、今後、博物館調査資料集、テーマに従いました研究論文集な

どの刊行も模索してまいりたいと考えております。ともあれ、この紀要を定着させるため、それ

が大学博物館の将来の発展にいっそう寄与できるようになりますため、皆様方からのいっそうの

ご指導とご助言をいただけますようにお願いいたします。

　2013（平成25）年3月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西南学院大学博物館

� 館長　　髙倉　洋彰

紀要の刊行にあたって
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1．� 投稿資格は大学博物館に所属する教職員ならびに研究員、臨時職員とし、編集委員会

にエントリーしたものとする。

2．� 投稿種別は論文・研究ノート・資料紹介とする。

3．� 枚数は400字詰原稿用紙に換算して、①論文は50枚、②研究ノートは40枚程度とし、

③資料紹介についてはその限りではない。なお、図版は枚数に換算しない。

4．� 投稿希望者は題名（仮題でも可）及び論文・研究ノートなどの種別を明示し、7月30日

までに『西南学院大学博物館研究紀要』編集委員会（以下、編集委員会とする）まで申し

出ること。

5．� 提出原稿の体裁はA4版、40字×30行とする。ただし、編集委員によって、体裁を整

えることがある。形式は縦書き・横書きを問わない。

6．� 註は末尾に通し番号で一括すること。

7．� 図表・写真等は掲載場所を指示すること。

8．� 編集委員会は館長を委員長とし、博物館学芸員を委員とする。必要に応じて委員を学

内教員に委嘱することもある。

9．� 編集委員会で査読したうえで、投稿者に修正を求めることがある。

10．�ほかの執筆者との統一のため、編集委員会の責任において、原稿に修正を加えること

がある。

　　2012年12月5日

� 『西南学院大学博物館研究紀要』編集委員会

執　筆　要　項
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Ⅰ　銅鏡展示は鏡背重視が主流

　銅鏡を展示している博物館は多い。

　そこでは一様に銅鏡の背面がみえるように展示さ

れている。しかし、展示室で銅鏡をみた人が「どこ

に顔が映るの？」と首をかしげるように、顔を映す

という銅鏡の本来の用途は鏡面にあるから、この展

示法は問題がある。だからといってすべての鏡を、鏡面

を向けて展示すると、円板の羅列になって、面白くない。

　銅鏡をどう展示するかについてはいくつもの試行

錯誤があって、結果的に鏡背を重視した展示の原則

が成立してきたのだろうけれども、そうではあって

も現在の銅鏡の展示法には改善の余地が多い。たと

えば、筆者の銅鏡に対する問題意識は「権威の象徴」

としての銅鏡にある。それを例証する遺跡として著

名な飯塚市立岩堀田遺跡出土の前漢鏡を展示する飯

塚市歴史資料館の展示と解説パネルをみると、他の

博物館と同様に銅鏡背面の文様意匠や銘文に関心が

寄せられているように感じる。それはここでも背面

の文様を中心的な課題としていると考えざるを得な

い銅鏡展示になっているからである。

　鏡背展示が重要な展示法であることは論をまたな

い。実際、鏡面ではなく鏡背文様に重要な意味をも

つ鏡もある。中国では唐代に盤龍鏡が流行するが、

盤龍鏡は皇帝に献上され、皇帝からも諸臣に下賜さ

れた。この贈答によって盤龍鏡は結果的に権威の所

在を示すことになるが、献上・下賜された契機は李

肇の『国史補』が述べるように、龍文をもつ鏡が百邪

を払い、万物を映し出すという吉祥の意味をもって

いるからであった。このように盤龍鏡の場合は鏡背

文様に意味があり、したがって鏡背を展示する必要

がある。その際、盤龍および盤龍鏡の意味の解説を

怠ってはいけない。

　盤龍鏡のような場合もあるが、銅鏡の主要な用途

の1つである権威の象徴としての性格を鏡背重視の

展示法から知ることは難しい。そこで鏡背展示では

ない銅鏡展示もあることを、具体例で紹介しておこう。

　漢代の日光鏡などに透光鏡とよばれる鏡がある。

鏡背の文様に合わせて鏡面にわずかな凹凸を作り出

し、鏡面に光を当てて壁などに鏡背文様を映し出す

もので、高い技術力が要求される。同様の例に、キ

リシタン資料とされる魔鏡がある。西南学院大学博

物館に非常に精巧に作られた魔鏡がある。一見する

と普通の鏡だが、鏡面に光を当てると、壁に十字架

にかけられたキリスト磔刑像とこれを拝む横向きの

マリア像が浮かび上がる。

　以上の説明で透光鏡や魔鏡を理解できるとは思え

ない。博物館は論文購読の場ではなく実物資料のも

つ情報を眼に訴えて理解していただくための展示が

主役だから、壁に浮かび上がった内行花文やキリス

図1　西南学院大学博物館の魔鏡展示

銅鏡展示の問題点　－鏡面展示の試み－

髙倉　洋彰
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ト像、マリア像を実際に見てもらうのが一番わかり

やすい。そこで西南学院大学博物館では魔鏡を図1

のような装置を使って見学していただいている。鏡

背文様を展示しながら上記のようにあるいはもっと

わかりやすく解説しても要を得ないことになるが、

こう工夫することによって一瞬にして魔鏡を理解し

ていただける。加えて、魔鏡の場合は鏡背文様と反

射光によって浮かび上がるキリストなどの像が異な

ることに意味がある。同じであれば、つまり鏡背に

キリスト像があれば、キリシタンであることが白日

になるからである（1）。そこで鏡背と反射光で像が浮

かび上がった鏡面文様を並列してパネル写真で紹介

すれば、いっそう理解が進む。魔鏡の魅力を眼に訴

えて理解していただくためのこの工夫が博物館の展

示に必要であろう。

Ⅱ　権威の象徴としての銅鏡の展示法

　銅鏡が権威の象徴としての性格を有していたこと

を博物館ではどのように展示し、理解できるように

試みているのかを、身近にある銅鏡展示の宝庫の2

館で実際をみておこう。

　福岡県飯塚市の飯塚市歴史資料館には立岩堀田遺

跡から出土した重要文化財の前漢鏡10面が展示され

ている。出土甕棺墓ごとに並べて展示されているが、

いずれも鏡の背面を見るようになっている。保存状

態の良い10号甕棺墓2号鏡のみは下面を円形に刳り

貫いた四脚台に乗せ、下にガラス鏡を置いて、銅鏡

の鏡面が見えるように工夫されている。鏡背文様の

構成や銘文の解読など、前漢鏡の魅力を十分に味わ

える展示になっている。

　しかし問題点もある。個別の銅鏡の説明はなく、

パネルに「中国では鏡は単に化粧道具としてではな

く、物の真性をうつしだすものとして呪術的な霊力

のある神器とされ、辟邪や魔よけとして使用されま

した」とある。弥生時代中期後半の立岩堀田遺跡出

土の前漢鏡の説明だから、同時代の中国での鏡の性

格の説明と思われる。鏡の前身である鑑が『周礼』秋

官司寇に祭祀のための道具であると記述されている

例などのように銅鏡の説明としては間違っていない

が、先の解説が前漢鏡の性格を指すものであれば、

前漢鏡に神器や辟邪・魔除けとしての性格があるこ

とは証明されておらず、この解説は大いに疑問があ

る。続けて「日本では、宝器や祭器あるいは権威の

シンボルとして重用されました。6面の前漢鏡を出

土した10号甕棺は嘉穂盆地を範囲とするクニの首長

墓として考えられています。」とある。弥生時代中期

の時期の銅鏡に宝器や祭器としての性格がまったく

ないことはなかろうが、基本的には威信財であるこ

とがすでに立証されている（2）から、ここでも解説内

容に問題がある。その10号甕棺墓の副葬遺物は、銅

鏡、青銅製・鉄製武器、装身具などと材質別にバラ

バラに展示されていて、10号甕棺墓の副葬内容の組

み合わせは見学者が丹念にチェックしない限りわか

らないから、なぜ「クニの首長墓と考えられていま

す」のかわからない。したがって、実物資料の展示

を通して教育をする役割をもつ博物館で、日本で最

高の前漢鏡資料をもっているにもかかわらず、解説

で述べている内容、つまりこれらの前漢鏡が「化粧

道具」「神器」「辟邪・魔よけ」「宝器」「祭器」「権威のシ

ンボル」、あるいは「クニの首長墓」であることを理

解できる展示になっていない。つまり、モノ（博物

館資料）をみせるだけであって、情報の発信をして

いないといえる。

　飯塚市歴史資料館の展示を駄目と言っているわけ

ではない。展示方法すなわち展示の意図と解説内容

が整合していないことの指摘だから、鏡背重視の展

示法や参考資料として展示されている西安出土前漢

鏡の拓影などに合わせて、「銘文にあらわれた漢代

の思想」などの銘文を重視した解説にすれば、情報

の発信力は格段に増加する。しかし立岩堀田遺跡の

意義を伝えることはできなくなる。

　福岡県糸島市の伊都国歴史博物館の平原遺跡から

出土した後漢鏡の展示は趣きを異にしている。展示

室の中央に「平原王墓主体部復元模型」（実大）を置い

て、棺の四周に破砕された状態での後漢鏡の出土状

態を再現している。国宝に指定されている40面の後

漢鏡は復元模型の両側などに展示されており、片方

銅鏡展示の問題点　－鏡面展示の試み－（髙倉 洋彰）10



の展示ケースの間に、立板の上部を円形の窓状に切

り取った展示台を設け、復原した銅鏡が窓部で回転

するように工夫されており、鏡の両面を居ながらに

してみることができる。

　展示室の壁面ケースには、糸島市にある三雲南小

路遺跡や井原鑓溝遺跡の出土資料を展示し、「王の

あかし」という解説パネルで、三雲の前漢鏡57面や

ガラス璧、金銅四葉座飾金具が前漢皇帝から王侯級

の人物に下賜されたことによって王としての権威が

生じたことを説明している（3）。したがって伊都国歴

史博物館は展示にとどまらず適確な情報を発信して

いるといえる。

　伊都国歴史博物館の解説にはなかったが、平原王

墓の銅鏡については、『日本書紀』仲哀天皇八年条に

参考になる記事がある。「又筑紫伊覩県主祖五十迹

手、聞天皇之行、抜取五百枝賢木、立于船之舳艪、

上枝掛八尺瓊、中枝掛白銅鏡、下枝掛十握剣、参迎

于穴門引島而献之。」がそれで、筑紫国の伊覩（伊都）

県主の祖先である五十迹手（いとて）が仲哀天皇の九

州下向を知り、船の舳（船首）と艪（船尾）に「五百枝

賢木」を立て、枝の上方に「八尺瓊」、中ほどに「白銅

鏡」、下方に「十握剣」（4）を掛けて、下関市彦島と思

われる穴門引島まで出迎えに行ってそれらを献上し

たとある。同様の方法で岡県主の祖先である熊鰐も

天皇を出迎え、忠誠を誓っている。五十迹手は鏡・

剣・玉の献上の意図を語っているが、曲線的でたお

やかな形の勾玉である八尺瓊に天皇が人民を慈しん

で支配されるよう願う意義を込めており、白銅鏡（ま

すみ＝真澄の鏡）には山川海原に通暁し事情を掌握

しての国土支配、まつろわぬ民を武器（十握剣）・武

力で討伐し天下を統一されるよう願ってのことであ

るという内容になっている。鏡・剣・玉の組み合わ

せは皇位継承に必要な三種の神器に通じていること

や服属儀礼の説明であることからみて、白銅鏡およ

び剣・玉の献上は地方豪族の降伏つまり支配権の放

棄を意味しており、銅鏡が権威の象徴と考えられて

いたことを示している。これを敷衍すれば、平原王

墓の銅鏡が意図的に破砕されていた理由の推測も可

能になる。

　伊都国歴史博物館では、平原遺跡出土銅鏡のレプ

リカを動態展示し、鏡を回転させることによって背

面文様と鏡面の相違を理解させる努力をしている。

わかりやすい展示だが、「権威の象徴」としての役割

は今ひとつ発想できない。実は、常設展示室を出た

ところに、「弥生人（女王復元）」と題して、煌びやか

な衣服をまとった女性マネキンが展示されている。

このマネキンを活用し、島根県古浦遺跡の前額部に

緑銹のある例を根拠に、マネキンの額に銅鏡を飾っ

て輝かせるのは1つの方法だろう。あるいは円形で

ある銅鏡は太陽を彷彿とさせ、その反射光もまた太

陽をイメージさせるから、太陽を掌中に収めた王者

ということで、マネキンの手に光り輝く鏡を持たせ

るなどの工夫も展示法としては面白い。要は鏡面の

光輝を強調することである。このような王のマネキ

ンを展示室に置き、権威の象徴であることを解説し、

賢木に剣・玉とともに銅鏡を吊り下げるのも意味が

あり、支配権の放棄として鏡を破砕する場面を設け

るのも、鏡の性格の理解を容易にさせよう。そうな

ると衣服や賢木の考証などの新たな問題も生じる

が、銅鏡展示の方法としては簡単なことである。

Ⅲ　化粧道具としての銅鏡の展示法

　権威を象徴する道具としての銅鏡の役割を理解し

ていただくための展示法を考えてきたが、そもそも

銅鏡は化粧の道具として発生する。したがって銅鏡

に顔が映ることを理解していただくことも必要である。

　鏡の起源がいつにあるかはまだはっきりしない

が、商（殷）代の銅鏡が知られているからその成立は

相当に古い。それは、当時、男性が官僚として出世

する条件の1つに、美男である必要があったことに

起因すると思われる。美男でない男が美男になるた

めには化粧し変身せざるをえないからである。

　当時の男性は髭面だったので化粧の面積は狭く、

化粧での美男化を可能にしていた。化粧をするには

自分の顔を確認する必要がある。たとえば、『荘子』

徳充符に「人莫鑑于流水、而鑑于止水」（人は流れを

鑑とすることなく、止水を鑑とする）とある。鑑と
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いう字の「監」は容器に水を盛って水面をカガミとし

ている様からきていることの証左になろう。普通、

川や池などの水面に顔を映して化粧をしていたが、

流れでは映りが悪いうえにそれが近くにない場合に

は苦労することになり、室内に洗面器状の土製ある

いは青銅製の水盆を用意し、それに水を張って、顔

を映すようになった。それが鑑（かがみ）である。し

かしそれでも不便なので、持ち運び可能な銅器を考

案した。それが鏡（かがみ）である。銅鏡の背面に文

様があるのはそのためであり、鈕や乳は鑑の足の痕

跡にほかならない、と郭沫若が説いている（5）が、妥

当な見解であろう。

　顔を映す必要性、化粧を上手くほどこす必要性が、

底が平直だった鑑に由来する平板な戦国鏡から、前

漢鏡を凸面に変える。凸面であれば、マジックミラー

のように顔の全体を映し出すことができるとともに、近

づければ顔の部分のアップが可能になるからである（6）。

　加えて言えば、化粧は人の背面にも及ぶから、合

わせ鏡が必要になる。両手に鏡を持てばよいが、そ

れでは化粧ができない。そこで鏡台に鏡を置き（図

2）、片手に持った鏡で背後の様子を鏡台の鏡に映し

て化粧する。化粧の簡単な手直しには携帯した鏡を

用いる。ここに銅鏡に大中小がある理由がある（7）。

　このように、銅鏡が化粧の道具であることを明示

するためには、銅鏡の鏡面、それも顔の映る鏡を展

示する必要がある。銅鏡の多くは緑銹に覆われてい

る。緑銹自体が貴重な考古資料であるから銅鏡の鏡

面を磨くことに抵抗があり、それを磨くのではなく、

顔を映すための銅鏡にはレプリカ（複製品）を利用す

ればよい。伊都国歴史博物館では先に紹介をした展

示室の一隅に「よみがえった銅鏡」のコーナーを設

け、鏡面を磨いた方格規矩鏡と内行花文鏡のレプリ

カを台の上に置き、

「これは、平原王墓から出土した銅鏡を再現したも

のです。今は錆びて黒っぽい色をしていますが、

当時はピカピカと輝いていたことがおわかりでしょう。

さあ、手にとって顔を映してみてください。そして古

代の輝きを体感してください。」

と案内している。目の前の銅鏡を実際に手に持ち、

この案内を読めば、誰でも顔を映してみたくなるの

ではなかろうか。飯塚市歴史資料館にはそうした配

慮が無い。実は、この館では顔が映るように磨かれ

た現代版銅鏡がミュージアム・グッズとして売られ

ている。これを銅鏡展示室の一隅に置けば、銅鏡に

明瞭に顔が映ること、化粧の道具として十分に活用

可能なことを理解していただける。費用をかけるこ

ともなく、わかりやすい展示が簡単に実行できよう。

Ⅳ　辟邪のための道具としての銅鏡の展示法

　先に唐代の盤龍鏡には百邪を払い、万物を映し出

すという吉祥の意味があることを紹介した。このう

ちの辟邪、その結果としての吉祥への願望が鏡に込

められる例は現代中国にある。

　雲南省西双版納タイ族自治州には多くのタイ族仏

教寺院がある。そのうちの勐海県のクラチャタン寺

の景真八角亭を1991年に訪れたが、壁に魔除けの鏡

が飾られていて、タイ族には鏡を辟邪に使うという

習俗があることに関心をもった。

　この習俗は漢族にもある。1999年に浙江省上虞市

にある小仙壇窯跡を踏査した際に、近くの石浦村で

いくつかの家の2階に笊に鏡と鋏を結びつけ飾って

いる家を見かけた（図3）。もしかしたらこれは魔除

けではと考え尋ねてみると、鏡で魔物を照り返し、

鋏は魔物を切断するためのものと説明された。魔物

を切れればよいのだから、鋏の替わりにナイフなど

の刃物でも構わないともいっていた。昔はどこにで

もあった習俗で、文化大革命のときに悪弊として否

定され忘れ去られていったが、石浦村には紅衛兵が図2　顧愷之「女子箴図」（宋）にみえる化粧の光景
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あらわれず、旧習が伝わっているとのことだった。

その後、雲南省楚雄市でも手形や呪文などを書き込

んだ赤い布の前に円形のガラス鏡が垂れ下げられて

いるのを見た。映画「芙蓉鎮」の舞台になった湖南省

永順県芙蓉鎮では住宅入口の扉の上部に柄を上にし

て柄鏡そのものが下げられていた（8）。石浦村のもの

と形態は異なるが、これらも魔除けということだっ

た。いずれも漢族で、鏡の反射光が邪悪なものを撃

退する効果があると考えられていることが理解できる。

　辟邪としての銅鏡を考える文献・考古資料は春秋

戦国時代の中国や原三国時代の韓国に参考になるも

のがある。

　韓国原三国時代の銅鏡（凸面鏡）には出土状態の明

らかな例が少ないが、慶尚南道良洞里遺跡はそれが

明らかな貴重な例になる。10面が副葬されていた

162号木棺墓では銅鏡は2群に分けて置かれており、

腰の部分に横並びに置かれた1群と頭部付近に置か

れた1群があった。427号木棺墓から出土した3面も

腰の部分に横に並べるようにして置かれていた。腰に横

並びに置かれた状況は、『左伝』荘公二十一年条や定

公六年条にみられる「鞶鑑」を思わせる。「鞶帯而以鏡

為飾也、今西方羌胡猶然、古之遺服也」（鞶帯は鏡で

飾られた帯である。今でも西方の羌や胡は依然として、

古式の服装を残している）とする杜預の注釈があり、良

洞里の鏡が帯飾りであった可能性を示している。

　ここで紹介した例はこのままでは辟邪を意味して

いるということはできない。ただ、銅鏡の反射光を

辟邪に使うという習俗が東アジアに広くみられる

シャーマンにあることが参考になる。シャーマンは

銅鏡や小銅鐸（鈴）を衣服に縫いつけ、激しく踊る。

そこで鏡や鐸が擦れ合って音を出すが、鏡の場合に

はピカピカ光る乱反射の効果もある。衣服に銅鏡を

綴じ込んだシャーマン服の好例は九州国立博物館に

ある。この服装がいつまで遡るかはわからないが、

帯とはいえ先の『左伝』では鏡で飾る羌族や胡族の服

装を古俗といっているから、さらに遡ることになる。

　鏡の反射光が邪悪なものを撃退するという観念は

現代の日本にもあり、京都八坂神社の祇園祭や太宰

府天満宮の秋季大祭である御神幸式などでは、神輿

の周囲に銅鏡が吊り下げられている。太宰府天満宮

の神輿を拝見させていただいたことがあるが、黒漆

塗りされ屋根に鳳凰を飾った神輿の垂幕に銅鏡が吊

り下げられていた。和鏡を用いていて、円形の鏡面

を光り輝くように磨き、人目に触れることの無い裏

面にも梅紋を主文とする鏡背文様が鋳出されてい

る。和鏡だから鈕が無いため、鏡縁の内側に4孔を

空け、紐で3面をセットにして吊り下げている。こ

の神輿は1904年に造られているが、1853年に製作さ

れた「御神幸式絵巻」（嘉永本）にもそっくりの神輿が

描かれていて、やはり鏡を吊り下げている。神輿の

四周に銅鏡を吊り下げる習俗の起源や開始がいつな

のか知らないが、平安時代後期に後白河天皇の命で

作成されたとされる『年中行事絵巻』に鏡を吊り下げ

た神輿が描かれているなど、神輿の垂幕に銅鏡を吊

図3の点線部拡大

図3　魔除けの鏡と鋏
　　 （中国浙江省
 上虞市石浦村にて）
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り下げる習俗はかなり古い段階からはじまっていたの

ではないかと考えてしまう。そう考えさせる資料がある。

　長崎県対馬島の南端に近い佐須の久根田舎銀山上

神社に6面の銅鏡が収められている（9）。面径5.5 ～

6.0cmほどの小形の鏡で、狭縁の内側に目の粗い斜

行櫛歯文帯をめぐらす。内区に文様は認められない

が、2面には乳が4箇所にある。全体から受ける印象

は弥生時代小形仿製鏡に通じるものがあり、報告書

も「これ（筆者註：銅矛）とともに保存されている鏡

は初期の仿製鏡であろうか」としている。ところが

これら6面には鈕が無い。鈕が欠けているのではな

く、最初から作られていない。そこで各々の鏡縁内

側の斜行櫛歯文帯の部分に3孔を穿って、吊り下げ

るようになっていて、太宰府天満宮の神輿に吊り下

げられた銅鏡と通じている。

　銀山上神社蔵鏡と同様の例は報告されていない

が、弥生時代小形仿製鏡の儀鏡化と通じるものがあ

ることが注目される。小形仿製鏡のなかには古墳時

代になると極端に小形化し、直径3cm前後あるいは

それよりも小さな、無文のボタン状になるものがあ

る。これらは祭祀遺構から出土するのが通例で、神

事の際に奉納する儀鏡と考えている（10）。同様に神

事に際して、権威の象徴化をもたらした主要な要因

の1つの反射光に邪悪なものを撃退する効果がある

と考え、辟邪の道具として銅鏡の使用がはじまった

のであろう。銅鏡ではなく無文の円板が吊り下げら

れている例もあるかもしれないが、あるとすれば人

目に触れない背面の文様が不要になり、専用の円板

へと変化したもので銅鏡状円板といえる。ともあれ

銅鏡が辟邪の道具として活用されていく過程の端緒

を示唆するのが銀山上神社蔵鏡で、辟邪の思想形成

にあたって韓族の銅鏡で飾る腰帯や背中・胸に銅鏡

を綴じ付けたシャーマンの服装が大きなヒントに

なったと思われる。

　銅鏡の辟邪のための道具としての性格をいろいろ

と論じてきたが、展示法としては、シャーマンの服

装にレプリカの銅鏡を綴じ付け、あるいは神社の神

輿を置けばそれでよい。神輿の場合もレプリカの使

用で十分目的を達することができる。鏡面を外側に

向け、反射光がピカリと光るようにする工夫があれ

ばもっと良い。

Ⅴ　鏡面展示の勧め

　Ⅱ～Ⅳに共通するのは、鏡の性格や使用目的が鏡

背ではなく光り輝く鏡面によって理解できることに

ある。そうはいっても、光り輝こうとも鏡面はただ

の円板、しかも多くの場合緑銹に覆われて顔を映す

ことはできないから、鏡面そのものからは時代性や

製作者・利用者の銅鏡に込めた想いなどをうかがう

ことはできない。それができるのは鏡背の意匠や銘

文などからであるから、現在の展示法には優越性が

認められる。しかし鏡背展示では銅鏡の果たした役

割を知ることができないのも事実である。Ⅱ～Ⅳで

紹介したレプリカ活用の鏡面展示法はあまり場所を

とることもなく、また実物でなくても再現可能であ

る特色がある。そして何よりも、これによって意義

が正しく理解されることが、重要である。

　銅鏡の生命は鏡面にあることを忘れてはならない。

�
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はじめに

　本稿は、西南学院大学博物館が採択された学内

GP「大学博物館における高度専門学芸員養成事業―

日中韓における大学博物館の機能と大学院生就業支

援」でおこなった調査に基づき、大学博物館を組織

的にとらえ、建物や施設、人員体制、取組形態につ

いて類型分類したものである。

　近年、大学では地域に根ざした社会活動が積極的

におこなわれている。一般向けの公開講座はもちろ

ん、オープンキャンパスなどでは多くの高校生や保

護者が参加している。こうした活動は従来の“敷居

が高い”と思われていた大学が社会に広く門戸を開

き、大学への理解と、周辺地域との融和を図る取り

組みとなっており、成果をあげている。

　しかし、これらは有期の行事であって、大学の一

過性イベントに過ぎない側面もある。これに対して、

恒常的な社会活動を可能とする拠点が大学博物館で

ある。学生教育はもとより、周辺住民などにも開放

している大学博物館は、設置する大学によって活動

や全学的な位置付けなど一様ではない。ある種、各

大学による特色のある活動となっている一方で、組

織的に考えると、大学博物館の統一的な定義付けが

不十分という問題点もある。それに、大学博物館は

各大学で定められる規則に準拠するところが大き

く、法令での規定をみないことが良くも悪しくも多

様性を生んでいるのである。

　そこで、ここでは大学博物館に関する法規的な問

題点とともに、博物館の種別（建物・施設・人員配

置等）に基づく類型を提示し、その現状を紹介する。

そして、大学博物館の全学的な位置付けを検討しな

がら、地域博物館を包括したなかでの大学博物館の

あり方についても言及していく。

1　大学博物館調査の概要

　本調査は2011年に西南学院大学教育研究推進機構

に申請した学内GP「大学博物館における高度専門学

芸員養成事業―日中韓における大学博物館の機能と

大学院生就業支援」（取組責任者：高倉洋彰、取組担

当者：安高啓明）の採択を受けておこなったもので

ある（2013年度までの3 ヶ年）。本事業の目的は、大

学博物館として博物館学芸員を目指す大学院生に対

して、どのような養成をしていくべきか、その実践

プログラムを策定していくものである。

　大学博物館は学内的には学生教育の拠点であり、

実学教育の場でもある。換言すれば、机上の論理を

直接実践することができる場所であって、これが空

論とならないように指導する専門職学芸員が配され

ている。また、教員であっても博物館業務にあたる

ときは、学芸員として従事する。学内にある社会教

育・実践的教育も兼ねた施設ということになる。

　また、学外的には地域社会との接点となり、調査

研究の社会還元をする研究機関である。さらに、“大

学の顔”としての性格をもち様々な広報活動も行

なっている。このように大学博物館は学内外におい

て、多くの役割を果たしているのである。

　そのため、全国の大学博物館の取組事例の現状調

査をすることは、その大学内における組織的位置付

けや大学博物館に求められている役割なども知り得

大学博物館組織論　－法規と類型－

安高　啓明
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ることになる。そして、大学と社会との接点でもあ

る大学博物館が展開している社会貢献事業を含めて

調査していくことで、大学博物館の活動実態と課題

も明らかとなり、今後、果たすべき方向性を見出し

ていくことができる。そのため、本事業遂行にあた

り、大学博物館でおこなわれている学芸員養成のあ

り方をリンクさせた実踏調査をもとに、各担当者へ

ヒアリングをおこなっていった。

　なお、本事業で大学院生を対象としているのは、

今日地方自治体での学芸員採用基準が修士号取得

か、相当以上の業績を有することが条件となってい

るところが多い現状に鑑みてである。また、近年、

学芸員に求められる専門性がより高度になってきて

いることにあわせて実務経験年数も求められている

ことから1、本学大学博物館でも大学院生に学芸員

業務にあたらせていることが背景にある。

　そこで、大学博物館が提出した申請書のなかから

概要を示すと次のようになる。

【取組概要】

　本取組は、博物館学芸員を志望する大学院生に対

して、高度専門学芸員としての実学的教育を実施す

るためのプログラムを策定し、研究・教育・社会貢

献（還元）といった三要素の循環を意識付けさせた

「博物館人」として有能な人材（高度専門学芸員＝大

学院修了者、もしくは同等以上の能力をもった学芸

員）を養成するものである。また、大学院生に対して、

一社会人（職業人）としての常識を大学院在籍中に身

につけさせ、即戦力となる人材育成を目指した実践

教育をおこなっていくことを目的とする。

　実施にあたり特に下記の事項を目的とした事業を

展開していく。

①日中韓の大学博物館における学芸員養成課程の

調査

②学芸員有資格者の大学院生に対する高度専門学

芸員養成

③博学・学社・博社連携事業の構築

④大学博物館の学内における機能の再検討

⑤大学博物館における高度専門学芸員養成拠点機

能の構築

⑥博物館学の再構築、学芸員養成のためではない

博物館のための博物館学の創出

　日本に限らず、欧米はもとより中国、韓国などの

アジア圏において、博物館学芸員の養成がおこなわ

れている。各国で学芸員に対する認識や学芸員を養

成するカリキュラムは異なっているのが現状であ

る。日本では特に、学部学生が学芸員資格を取るた

めの講義をうけており、卒業後にそのまま博物館に

入職することは非常に少ないのが現状である。本取

組では、学芸員有資格者である大学院生、もしくは

学芸員課程科目を履修中の大学院生を対象として、

現場経験を積ませながら、博物館事業に従事させる

ことで、博物館学芸員としての実績はもとより一社

会人としての実績を積ませていく。そして、博物館

や地域社会にとっての即戦力となる博物館人材養成

を目的としている。

　大学院生を本取組の対象とすることは、学部学生

よりも高度教育を受けている若手研究者への就業支

援とともに、大学博物館を有する各大学が今後、こ

こにどのようにかかわっていくことができるのか検

討する契機とするためである。これまで、本学博物

館は九州大学総合研究博物館や九州産業大学美術館

と連携しながら、博物館産業人材育成事業として、

産学連携の講座や実習プログラムを実施してきてい

る経緯がある。こうした蓄積をもとに、さらにすす

めた大学院生を対象とした博物館人材養成を実施し

ていく。西南学院大学博物館が歴史系、九州大学総

合研究博物館は人社・自然科学系、九州産業大学美

術館が美術系の博物館・美術館であることから三者

が連携することにより、各分野を専門とする大学院

生への幅広い人材育成が可能である。こうした大学

博物館間の横断的実教プログラムのもとで、高度専

門学芸員を育成し、博物館にその人材を輩出できる

高度専門学芸員の養成拠点となりえる取組をおこ

なっていく。また、創設が予定されている「上級学

芸員」との連動を含めたプログラムを策定する。

　博学連携が唱えられて久しいが、博物館と学校機

関の協働事業は一定の成果を挙げている。これに最

近では、学社連携・博社連携も加わってきており、
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一層の博物館活動が求められてきている。ことにこ

れまで閉鎖的な感の強かった大学は社会貢献や地域

還元が求められており、こうした学内外のニーズに

応えるべき、社会人向け、学生向けなどの教育プロ

グラムを策定し、これに従事することができる能力

を身につけた大学院生を養成する。キュレーターと

してだけではなく、エデュケーターとしても業務に

あたることができる幅広い能力を有した行動力のあ

る「博物館人」を養成することを目指す。

本調査の特徴

　以上が申請書の概要となるが、本調査の特徴とし

ては、主に次ぎの3点を挙げておきたい。

　（1）博物館組織の実態調査

　本調査で対象とした大学博物館は、博物館として

の原則たる“展示空間”を有し、調査・研究に基づく

展示がおこなわれ、さらには、講演会等の教育プロ

グラムが実施されているところとした。博物館と称

する以上、調査研究の成果を反映する手法は展示に

求めるべきであり、常設展示はもとより企画・特別

展示を展開している大学博物館を主に調査すること

にした。また、主要な大学博物館については、運営

に携わる教員や学芸員、事務職員などから学芸員養

成のあり方や事業展開についてヒアリングをおこ

なっている。各大学で設置が進められ、独自に進展

している大学博物館の取り組みについて、基礎情報

の収集と集約、ネットワーク構築も含めて、特色あ

る大学博物館を調査している。

　（2）大学院生による基礎調査と学芸員養成の実態

　大学博物館を有する大学は、大学院を設置してい

るところが多い。大学院生のなかには学芸員資格を

保有し、将来、博物館・美術館や文化財関係への就

職を希望している者もいる。本事業では参加する大

学院生へ入職前に学芸員の仕事内容を理解させると

ともに、教員・学芸員とのヨコのつながりを築く機

会にするため調査に同行した。彼らを「博物館ＧＰ

研究員」として参加させ、次頁に掲載する調書を作

成させるとともに担当者へのヒアリング調査をおこ

なわせた。学芸員の基礎知識の共有化と今後、本学

博物館に取り入れるべき情報を参加者各人に記入さ

せた。

　（3）日中韓の博物館事情の比較

　本事業は日本国内を主眼においているものの、中

国や韓国の大学博物館も調査対象としている。日本

の大学博物館よりも先進的な大学もあるなど、学ぶ

べきことが多い。中国、韓国の大学博物館が学内で

どのように位置付けられているのか。さらには、大

学博物館と学部との関係、研究体制などを含めてヒ

アリング調査をおこなっていく。また、学芸員資格

そのものが各国によって異なっている事情に鑑み

て、大学博物館ばかりでなく、学芸員そのもののあ

り方についても調査する。

調書雛形

　本事業を実施するにあたって、次頁に添付する調

書を使用した。調書は二枚（表裏）あり、「大学博物

館調査票」と「大学博物館調査票（ヒアリング）」から

なる。前者は大学博物館の基本情報として、表面に

館種や組織、所蔵資料、活動実績などを記し、裏面

には大学博物館が行なっている学芸員養成課程（博

物館実習や独自の養成プログラム）について記載す

る。後者については前者を補足するもので、ヒアリ

ングした内容を記すとともに、各調査員が感じ取っ

た対象館の長所および短所を記すものとした。前者

については、対象館からのご協力を得ながら作成し、

後者は参加した調査員が議事録および気付いた点な

どを記録していった。参加した調査員に実踏調査の

基本とともに、学芸員としての新たな視点を身につ

けさせることを目指した。これら調書をもとに全国

大学博物館の主要なデータベースを構築し、大学博

物館連携の核となる情報収集に努めた。

2　大学博物館の沿革と附属施設

　大学内における“知の拠点”には、附属図書館があ

る。大学博物館よりも先に設置をみた附属図書館で

あるが、大学博物館を取り上げる前に、大学と附属

図書館の関係を取り上げておこう。
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	 表	 裏

	 表	 裏

（ヒアリング）

大学博物館組織論　－法規と類型－（安高 啓明）20



　大学図書館は、「国立学校設置法」第六条（附属図

書館）により「国立大学に附属図書館を置く」（昭和

二十四年五月三十一日法律第百五十号）とあり、設

置基準が設けられている。しかし、この図書館規定

は平成16年の国立大学法人法で削除され、私立学校

法人法にもみられなくなったものの、「大学設置基

準」第三十六条（校舎等施設）「大学は、その組織及び

規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備

えた校舎を有するものとする」というなかに挙げら

れている。

　大学設置基準とは文部科学省の省令ではあるが、

附属図書館はその規定が明記されている一方、大学

博物館に関しては明文規定が欠落しているのであ

る。第三十六条の校舎等施設にないことから、「大

学設置基準」第三十九条（附属施設）をみれば次のよ

うにある。

次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を

設ける大学には、その学部又は学科の教育研究

に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附

属施設を置くものとする。

学部又は学科 附属施設
教員養成に関する学部又は学科 附属学校
医学又は歯学に関する学部 附属病院
農学に関する学部 農場
林学に関する学部 演習林
獣医学に関する学部又は学科 家畜病院
畜産学に関する学部又は学科 飼育場又は牧場
水産学又は商船に関する学部 練習船（共同利用によ

る場合を含む。）
水産増殖に関する学科 養殖施設
薬学に関する学部又は学科 薬用植物園（薬草園）
体育に関する学部又は学科 体育館

　この表をみれば明らかのように、学部に附属して

学校・病院などが定められ、実習・教育施設は確固

たる位置付けがなされている。仮に、学芸員養成に

関する学部又は学科という項目があるとすれば、こ

こに附属博物館が記されることになろう。

　なお、附属図書館および図書館司書については、

「大学設置基準」第三十八条（図書等の資料及び図書

館）に次のようにある。

3　図書館には、その機能を十分に発揮させる

ために必要な専門的職員その他の専任の職員を

置くものとする。

　図書館司書との明記はないものの、専門的職員等

の専任職員を配置することが求められている。図書

館における「専門的職員」となれば司書にあたること

はいうまでもないだろう。学芸員と同じ任用資格で

ある図書館司書については「大学設置基準」にその職

務に類する記載があるものの、学芸員にはそれがみ

られない。また、前記した第三十九条のように学部

又は学科の附属施設にも大学博物館が位置づけられ

ていないことが、大学内における設置が遅れること

にもつながったのである。また、学芸員が学部では

なく、あくまでも資格課程にすぎないことが、附属

施設としての位置付けを困難にしたといえる。

　そこで、大学博物館の起源をどこに見出すのか。

「大学設置基準」の附属施設にも相通じるが、小石川

植物園がこれにあたるとされる2。小石川植物園は

正式には東京大学大学院理学系研究科附属植物園で

あり、先に挙げた「大学設置基準」の薬学部に対する

附属施設である。その源流は幕府が設置した小石川

御薬園にまで遡り、小石川御薬園は麻布と大塚に

あった薬園が1684年に徳川綱吉別邸近くに移設され

た幕府直営の薬用植物園であった。1722年には徳川

吉宗により小石川養生所が設けられ、診療できる施

設がおかれ、幕末まで至っている。

　明治になると、東京府が管轄し大病院附属御薬園

となり、その後は大学東校、文部省の所轄となる。

1877年に東京開成学校と東京医学校が合併して旧東

京大学が設立されるにともなって法理文三学部附属

植物園と改称された。ここで大学薬学部の附属施設

に位置付けられ、広義でとらえるならば大学博物館

の起源になろう。

　20世紀になると、私立大学では、大学博物館の前

身となる施設が相次ぐことになる。例えば、1928年

に國學院大学が考古学陳列室（現在の国学院大学伝

統文化リサーチセンター資料室）が設置され、1929

年には早稲田大学の演劇博物館（現在の早稲田大学

坪内博士記念演劇博物館）、同年に明治大学の刑事
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博物館（商品博物館と考古学博物館との合併を経て

現在の明治大学博物館）が設立される。1930年には

天理大学の海外事情参考品室（現在の天理参考館）が

設けられるなど、広がりを見せている。これらは学

内において収集されてきた資料の文化財的・学術的

価値が見出された結果ともいえよう。但し、この頃

は“展示館”や“陳列館”という施設であって、今日の

博物館とは一線を画している。その後、国公立、私

立を問わず大学博物館は2004年には約250館以上に

なったとし3、2006年には281館になったとの報告が

されている4。

　広義的にとらえて附属御薬園（植物園）からはじ

まった大学博物館は、附属図書館にみられたような

法規に明記されていなかったが、個々に発展してき

たことがわかる。多くの大学が豊富な資料（学術標

本）を有していながら、後述する1996年の学術審議

会学術情報資料分科会学術資料部会の報告があるま

で、独自の展開を遂げてきたのである。

　附属施設として省令で定められていない大学博物

館は、その立場を法的にも明確にする必要があった。

そこでとられているのが各大学による規則化であ

る。例えば国立大学法人和歌山大学には、紀州経済

史文化史研究所があり、研究所の位置付けを学則に

定めている。「国立大学法人和歌山大学組織規則」

（制定：平成16年4月1日、最終改正：平成24年9月28

日）第15条（附属機関）で「本学に次の附属機関を置

く」とあり、ここで附属図書館などとともに紀州経

済史文化史研究所が併記されている。これにより全

学的な機関として位置づけられることになった。

　さらに、「国立大学法人和歌山大学規則集」第18章

には、「和歌山大学紀州経済史文化史研究所規則」

（制定：平成16年4月1日、最終改正：平成22年6月25

日）があり、趣旨・目的・業務・企画運営委員会・

職員などが規定される。先の組織規則を具体化した

かたちであるが、紀州経済史文化史研究所が何をお

こなう機関であり、学内および学外において果たす

べき使命が記されている。なお、文部科学省により

博物館相当施設の指定を受けており、博物館として

も法的に位置付けられた。

　和歌山大学紀州経済史文化史研究所は一事例であ

るが、多くの大学博物館が各大学の学則などに定め

られているに過ぎない。そのため、大学により様々

な立ち位置になっていると言わざるを得ない。結果

的に、大学によって大学博物館運営のあり方にも多

様性を生むことになったのである。

3　大学博物館の類型

　大学博物館は学則などで明記されているものの、

省令や大学設置基準においては、その法的根拠を見

出すことができない。とすれば、対外的な位置づけ

は現行の博物館法に則して考えておく必要がある。

そうした認識をもった大学博物館は多くあり、博物

館相当施設の指定を受けている大学博物館があるの

も実状である。博物館の運営は独立行政法人（政令

で定める）や一般社団法人、一般・公益・特殊財団

法人、宗教法人、地方公共団体、民間などが主体と

なっている。大学博物館の場合、これが大学および

学校法人であるということだけであり、博物館法に

則って考えて然るべきであろう。

　総称、“博物館”は、博物館法では美術館や文学館、

科学館、植物園、水族館といった様々な館種が存在

している。先に挙げた運営主体にも同じことがいえ

るが、これについては「博物館法」第二条（定義）に次

のようにある。

この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、

民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、

保管（育成を含む。以下同じ。）し、展示して教

育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教

養、調査研究、レクリエーション等に資するた

めに必要な事業を行い、あわせてこれらの資料

に関する調査研究をすることを目的とする機関

（社会教育法による公民館及び図書館法（昭和

二十五年法律第百十八号）による図書館を除

く。）のうち、地方公共団体、一般社団法人若し

くは一般財団法人、宗教法人又は政令で定める

その他の法人（独立行政法人（独立行政法人通則

法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規
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定する独立行政法人をいう。第二十九条におい

て同じ。）を除く。）が設置するもので次章の規定

による登録を受けたものをいう。（傍線筆写）

　ここにあるように、歴史、芸術、民俗、産業、自

然科学等に関する資料を収集・保管するのは、地域

博物館の使命であり骨子である。大学博物館もこの

類にもれず、さらに地域博物館とは質の異なる学術

標本も所蔵している。これに加え、近年では工学系

の大学博物館も多くみられるようになってきている5。

特色ある学部が設置されているなかで大学博物館も

その領域を広げているのである。

　大学博物館の強みは博物館員ばかりでなく、学部

所属の教員も関与することが可能であるから、人員

というソフト面が充実していることである。ただし、

条文にある「教養、調査研究、レクリエーション等

に資する事業」は、博物館（ハコ）でおこなう特別展

や企画展、講演会、ワークショップなどで反映する

ものであり、資料に関する調査研究を目的とする機

関（ハード〔建物・施設〕）が大学博物館には必要なの

である。

　ハード面について、前節で取り上げた「大学設置

基準」第三十九条の学部又は学科の附属施設もその

役割を担うことになる。例えば、畜産学に関する学

部の附属施設である飼育場又は牧場は動物園にあた

り、農学に関する学部の附属施設の農場や林学に関

する学部の演習林、薬学に関する学部の薬用植物園

（薬草園）は、広義でとらえれば植物園となり、自然

系の施設となろう。また、水産学又は商船に関する

学部の練習船についても、場合によってはハードの

役割を果たしている。例えば、役割を終えた練習船

などが展示室にリニューアルされているところもあ

る6。

　これらでおこなわれている活動は博物館法に定め

られる「教養、調査研究、レクリエーション等に資

するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資

料に関する調査研究をする」ことに通じる。これに

博物館としての活動の前提条件となるのが、博物館

法の条文にある“展示”である。これまで大学博物館

は展示をするハード面の脆弱な状態が続いていたも

のの、学術審議会学術情報資料分科会が1995年に中

間報告した「ユニバーシティ・ミュージアムの設置

について」、および1996年1月の報告をうけて、各大

学で改善されるようになってきた。

　報告では、「大学等の学術標本を整理、保存、公

開・展示し、その情報を提供するとともに、これら

の学術標本を対象に組織的に独自の研究教育を行

い、また、「社会に開かれた大学」の窓口として、人々

の多様な学習ニーズに対応できるユニバーシティ・

ミュージアムの設置が必要である」と提言された。

これは欧米の大学がたくさんの学術標本を有し、こ

れに基づく調査研究による学術情報の発信・受信基

地として活発に機能している実態に鑑みたものであ

る7。そこで、1996年5月には東京大学総合研究博物

館（前身として1966年に東京大学総合研究資料館が

発足）、さらに1997年4月には京都大学総合博物館

（1914年に陳列館竣工、1959年博物館に改称）が発足

したのである。

　以上を踏まえたうえで、大学博物館の位置付けを

（1）建物・施設（2）織組体系（3）館員体制（4）活動目的

にわけて考えてみると、次のような分類をすること

ができる。

（1）建物・施設

　建物・施設は、先の博物館法に依拠する博物館と

して位置付けるには必須のものである。それは、博

物館と称する以上、展示空間の保有が大前提のため

である。学術審議会報告の「社会に開かれた大学」を

大学博物館が具現化するためには、研究成果の社会

還元を展示・活動に求めなければならない。建物・

施設というハード面については大学によって様々で

あり、その類型は次の六分類に区分することができ

る8。

a. 近代設備型

博物館施設を開館するにあたり、新築された建物

であり、展示空間はもとより、温湿度管理の整っ

た、収蔵庫も兼ね備えるなど、県立、市立などの

博物館とも比肩する建物である。なかには重要文

化財など指定物件を展示することができるほどの

環境が整った展示室を有する大学博物館もある。
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b. 象徴的建造物型

大学の歴史ある旧校舎などに展示室を設けて一般

公開している建物である。そのため、空調などの

展示環境を整えにくい側面がある。卒業生や在学

生はもとより、近隣住民からも親しまれた建物を

博物館としてリニューアルして開放している。新

築された博物館にはない、歴史と伝統を感じる情

趣があり、シンボリック的な建物となっている。

また、建物自体が文化財に指定・登録されている

こともある。

c. 既存再利用型

空き教室など既存の空間に展示ケースを設置した

施設。空調などの環境整備が立ち遅れている。収

蔵施設（倉庫）と兼ね備えたところもある（≒収蔵

展示）。前記したa.近代設備型とb.象徴的建造物型

の中間に位置付けられ、今後の移転などを含めて

発展途中にある施設ともいえる。

d. 併設型

図書館や記念館などの一部に展示空間が設けられ

ている施設。間借りの状態のところもあれば立て

増しにより附設されているところもある。存在感

としては弱くなるものの、図書館や記念館を利用

した人の導線となっており、二次利用としても有

効に機能している。

e. 自然開放型

薬学部の附属機関である薬用植物園などがこれに

該当する。植物園を有する大学のなかには一般開

放して所属する教職員の解説を交えながらの見学

会を実施したりして、社会貢献事業をおこなって

いる。自然環境に博物館活動が左右されやすい問

題点もある。

f. 衛星遠隔型

大学博物館はキャンパス内に設けられることが多

い。つまり、来館者は学内へ訪れることになるが、

これ以前として最寄の駅前であったり、空港で

あったりと学外者が行き交う場所に展示空間が設

けられていることがある。大学博物館とは別にこ

うした施設があることで、本館への誘導を促し、

ひいては効果的な広報展開を可能としている。

（2）組織体系

　大学博物館の位置付けは学則などで定められてい

ることが一般的である。ここで、どのように位置付

けられるかが、大学博物館の特色に大きな影響を与

えている。

a. 全学型

大学博物館以外にも学内には多くの研究機関があ

る。これらと並列な関係にあり、それぞれが独自

の予算を採り、教職員が配置されている。大学に

設置される学部の横断的な資料を収蔵し、総合的

な取り組みをおこなっている。また、自校史の展

示室を設けることによって、大学の建学の精神を

伝える拠点にもなっている。

b. 学部独立型

各学部に附属する博物館で、所蔵する資料も学部

が収集してきたもので構成される。全学型と異な

り、個別の資料を収集し、展示されることから専

門性に特化している。配属される教職員も学部に

所属し、全学的な取り組みには些少の障害がある。

なお、全学レベルではないものの、複数学部が関

与している場合がある。

c. 顕彰型

大学・学校の創立者であったり、教鞭をとってい

た著名な教員、大学が輩出した卒業生や、在学生

を顕彰する施設。全学的かつ学部には属しない分、

専門性は低下しているものの、身近な展示を展開

し、一般の来館者にはわかりやすく、親しみやす

い内容となっている。

d. 地域・研究連携型

地域の歴史や文化など共通する研究分野の機関や

周辺住民らによるボランティア組織と連携して展

示活動がおこなわれる。大学附属ではあるものの、

独立性が強く、学外の利用者が多い。地域住民や

関係機関からの寄贈・寄託資料が多く、地域博物

館と類似する性格にもなっている。

（3）館員体制

　博物館の運営を担う教職員のなかでも学芸業務に

あたる者の立場を考えると、次の四点に区分するこ

とができる。なお、大学博物館サポーターやボラン
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ティア、友の会はここには含んでいない。

a. 教員

大学博物館を大学研究・実験機関として位置付け

たうえで教員を配属している。学芸員課程に関す

る授業などを担当するとともに、博物館が所蔵す

る学術標本の研究をおこなっている。これら研究

成果を展覧会や報告書等で発信している。

b. 専門職員

教員系列とは別に事務局系列で専門職位を設け、

博物館業務にあたっている。博物館実習生の受け

入れ館のひとつであり、実習指導をおこなってい

る。また、特別展開催など専門職によって授業と

は一線を画した実践・実学教育を展開している。

c. 事務職員

常設展示室を管理するということで配属されてい

るところが多い。実際の運営については学内の運

営委員会などが担うところが大きく、教員のサ

ポートを含めて主に事務的な業務にあたってい

る。他方で、事務職員でありながら、学芸員を兼

務しているところもある9。

d. 非正規教職員

任期制の教職員が配属され、博物館活動をおこ

なっている。科研費等で雇用されていることも多

く、任期終了後の活動の継続性が危惧される。

（4）活動目的

　大学博物館が主目的としている活動から分類する

と次の四分類となる。しかし、これらが明確に区分

されるのではなく、それぞれが組み合うこともある。

a. 公開型

学術審議会答申「社会へ開かれた大学」を具現化す

るために、展示を主とした公開施設。所蔵資料を

中心とした常設展示室を設けるとともに、時期に

応じて特別展を開催する。

b. 研究型

原則的に一般公開していない施設。研究者向けに

資料の閲覧を認めることもある。多くの学術標本

を収蔵し、これらの研究成果は研究紀要などの出

版物等を主として報告している。

c. 養成型

博物館実習生などの受け入れを中心としている施

設。一般公開を主目的としているのでなく、学生

教育での活用に力を入れている。

d. 広報型

学校創立の歴史や現在の研究・教育を紹介する学

校広報としての施設。展覧会事業等の展開はなく、

そのスペースを設けてもいない。既存の常設展示

室を通じて学校案内を効果的におこなっている。

4　大学博物館の設置目的

　大学博物館を構成する要素は地方自治体の博物館

とは共通するところも多いが、その対象や目的に対

する効果など異なる点がある。前記したように大学

博物館と称する以上、博物館法に則る必要があるこ

とは論じるまでもないが、大学博物館も然るべき設

置目的を学則等で定めなくてはならない。

　先に和歌山大学紀州経済史文化史研究所を一例と

して取り上げたように、設置される目的は様々であ

る。具体的に和歌山大学の場合をみてみると、第二

条（目的）に次のように記されている。

研究所は，紀州地域の経済，文化の史的研究及

び自然に関する基礎的研究並びにそれらに関す

る資料の収集及び公開を行い「知」の提供を通じ

て地域社会の発展に寄与することを目的とす

る。

　立地する和歌山（紀州）域の①「経済と文化、およ

び自然」に関する研究をおこない、その基本となる

②資料の収集と公開をすることによる「知」の提供を

通じて、③「地域社会」の発展に寄与することが目的

として挙げられている。これは学術審議会学術情報

資料分科会の報告に依拠しているところも大きく、

情報の提供こそが「知」の共有であり、これが地域社

会の発展へとつながると明記されているのである。

　次に九州大学総合研究博物館の設置目的をみてみ

ると、「九州大学総合研究博物館規則」（施行：平成

16年4月1日、最終改定：平成23年4月1日）の第二条

（目的）に次のようにある。

　博物館は、学術標本の収蔵、分析、展示、公
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開等及び学術標本に関する研究教育の支援並び

にこれらに関する調査研究を行なうとともに、

学内外の研究教育活動に寄与することを目的と

する

　博物館としての基本業務である資料の①収蔵、②

分析、③展示、④公開、⑤研究教育支援を目的とし

ていることがわかる。展示と公開が別記されている

のは、九州大学総合研究博物館の活動を反映してい

るところであり、展示とは別にweb上のデジタル

アーカイブズに力を入れていて公開が多様化してい

る実態がある。学内外の教育研究活動に寄与すると

いう文言が地域貢献であり、学生教育ということに

なろう。

　西南学院大学博物館の場合、「西南学院大学博物

館規則」（制定：2005年10月5日）の第三条に目的が明

記される。

西南学院大学博物館（以下「博物館」という。）は、

次に掲げる事項を目的とする。

⑴キリスト教文化、教育文化、地域文化、西南

学院史等に関する博物館資料（以下「資料」と

いう。）の収集、整理、保管、閲覧及び展示に

関する事項

⑵前号の資料の調査研究に関する事項

⑶本学学生、教職員等の西南学院関係者並びに

一般市民等の教養及び調査研究に資するため

に必要な事業の実施に関する事項

　西南学院大学のキリスト教主義教育にしたがっ

て、キリスト教や教育文化、福岡という立地に鑑み

た地域文化、大学の母体である西南学院の歴史に関

する博物館業務をおこなうことが第一の目的として

挙げられる。そして、その対象が、本学学生と教職

員等、そして一般市民等となっている。条項にある

西南学院関係者とは教会関係者および学生保護者、

保証人なども含まれようが、「本学学生」と文言明記

されているところが国立大学法人と私立大学の博物

館規則の大きな相違点に思われる。

　大学博物館の展示空間は、学生教育の場としても

おおいに活用することができる。例えば西南学院大

学博物館では、博物館実習生が2週間の実習成果を

企画展という形で公開している。また、美術・芸術

学部等を有する大学では卒業作品の展覧会や学生作

品を展示し、通常の博物館・美術館では取り上げら

図１　地域博物館と大学博物館

◎地域の歴史・文化などに関連する事項

◎生涯学習

◎住民サービス
◎観光客誘致　　　経済波及効果

◎県民・市民・観光客など
 博学連携の具現化・拡大

　　児童・生徒・学生

◎生涯学習の拠点
◎将来的「担い手」の育成
◎文化継承の拠点
◎地域振興

●大学の建学精神及び関係学部に関連する事項

●学生教育

●授業の場・補助教材
●一般来館者　　　学校広報

●学生・OB・OG・保護者など
　　　　「社会へ開かれた大学」の具現化・拡大

　  観光客

●学校史（自校史）の拠点
●将来的研究者の育成
●実学教育の拠点
●入学希望者の増加

地域博物館 大学博物館

【調査・研究】

【 教 育 普 及 】

【 展 　 　 示 】

【 対 　 　 象 】

【 効 　 　 果 】

【 目 的 】
社会還元・地域貢献

・文化財保護
　の浸透

・次世代研究の
　推進
・専門教育の
　展開

・文化意識の
　向上
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れない作品を紹介している10。こうすることで学生

自身のモチベーションを高めることができるうえ、

実習先でその成果を展示で発信するという実学教育

のひとつのあり方である。

　以上のように大学博物館の設置目的を明文規則か

らみると、社会貢献と研究成果の地域還元という点

は共通する。そこで、地方自治体の博物館と大学博

物館の棲み分けと意義付けを示すと次の図1のよう

になる。

　地方自治体の博物館が生涯学習を主眼に置くとす

れば、大学博物館（特に私立大学）は在籍する学生を

第一に対象として然るべきであろう（組織体系の

d.地域・研究連携型を除く）。教育機関である大学

の附属施設である以上、本学学生を主とした対象に

するのが学校運営からみても本来的な姿である。

　とすれば、展示する一義的な目的も地域博物館が

住民サービスとすれば、大学博物館は学生教育とい

うことになる。そして、地域博物館が近年取り組ん

でいる学校機関との連携が具現化すれば、多くの児

童・生徒・学生利用者に支えられることになり、大

学博物館が社会貢献事業を展開した成果によって

は、学外からの来館者にも恵まれることになる。

　博物館の効果、ひいては存在意義を求めれば、長

期的な調査・研究ということは共通する。しかし、

その本義は生涯学習か学生教育の拠点かという根本

的な相違点がある。

　本事業の調査では、大学博物館の利用者比率も調

べている。入館者数をみても学外の利用者が半分以

上を占めているところが多く、本来利用を促したい

学生来館者数は伸び悩んでいる。展示に関係する講

義を履修している学生や学芸員課程履修者は利用す

ることが多いが、その比率は学生全体でみると極め

て少ない。特に入館者数が多い館ほどその傾向が強

くみられる。卒業生が懐かしみ来館することも大切

ではあるが、在学中の学生利用者の増加が今後、各

大学博物館に求められることになろう。大学博物館

の設置目的に鑑みた、積極的な博物館活動の展開が

必要となってきているのである。

　おわりに

　大学博物館の役割を考えると、博物館と称されて

いる以上、資料を収蔵し、調査研究の成果を展示活

動に反映することが基本的な原則である。全国各大

学に設置される大学博物館も展示を軸とした取り組

みがおこなわれているものの、博物館活動は様々で

ある。それは博物館の設置目的や類型に鑑みれば、

決して逸脱していない取り組みであり、各大学博物

館がそれぞれの規則に従って工夫を凝らした運営が

なされた結果である。

　しかし、全学的に見た場合、附属病院、薬草植物

園などといったように、学部の附属施設としての明

文規定をみないことが大学博物館の位置付けを浮遊

なものとしている11。大学博物館は学生のための学

芸員実習・養成の場でもあることを考えれば、規定

される附属施設となんら区別されるところではな

図2．大学博物館総入館者数にみる在籍学生比率

大学名 総入館者数 所属学生数 学生が占める割合

立 正 大 学 博 物 館 2,012人 445人 22.12%

駒沢大学禅文化博物館 11,692人 5,035人 43.06%

玉 川 大 学 教 育 博 物 館 8,163人 2,475人 30.31%

山 形 大 学 附 属 博 物 館 2297人 1,420人 61.81%

西 南 学 院 大 学 博 物 館 14,027人 3,819人 27.22%
※上表は『立正大学博物館年報9』（立正大学博物館、2010年）、『駒澤大学禅文化歴史博物館年次報告書』（駒澤大学禅文化博物館、2011年）、『玉川大学教
育博物館館報』第9号（玉川大学教育博物館、2011年）、『山形大学附属博物館概要2011』（山形大学附属博物館、2011年）、『西南学院大学博物館年報』
第4号（西南学院大学博物館、2012年）をもとに作成した。なお、山形大学の学生の内訳については他大学生が含まれる可能性がある。
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い。第一に学校教育の附属施設として位置付けられ

ることが大学博物館の存在意義を確かなものとし、

全国の大学博物館に共通する目的が確固たるものと

なるであろう。

　そして、地域博物館と大学博物館は共通する取り

組みが行なわれている。元来、対象者が異なる活動

を行なうべきところであろうが、近年はその垣根を

越え共存共栄するあり方が定着してきている。地域

博物館との連携事業はこれを象徴するものであろ

う。博物館同士が淘汰されるのではなく、相互の協

働関係を構築することが必要である。

　大学博物館としては見学にきた子どもたちに将来

の研究者の道を指し示す希望を与え、期待を持てる

取り組みをおこなうことができる。なにより、来館

者へ大学そのものに対する理解と学問への興味関心

を与えることが大学博物館の使命ともいえる。そし

て、学問の後継者を誕生させ、モノに立脚した学問

を真摯に学びつつ将来的に博物館のサポートをして

くれる存在に彼らがなりえるだろう12。

　大学博物館は、類型問わず、大学と地域社会との

接点である以上、今後、大学博物館が担う役割は大

きい。大学と地域、博物館と地域とが乖離してはな

らず、地域に根ざした教育施設であるためには、大

学博物館が核となって、社会と大学の接点にもなる

ことも求められるのである。

〔付記〕本稿は学内GP「大学博物館における高度専門

学芸員養成事業」（2011年度～ 2013年度）で調査した

成果の一部である。
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はじめに

　法起寺式伽藍配置（以下、法起寺式）は一般的に、

一塔一金堂式で回廊内の東に塔、西に南面する金堂

を配するものと定義される（図 1 ）。法起寺式をとる

古代寺院は日本全国の広範囲に分布していることが

知られており、その初出は奈良県の法起寺であると

考えられている（菱田2005、石松2007、森2008など）。

　法起寺式をとる寺院のもつ性格については、先学

によって塔と金堂を並置すること、塔の西に金堂が

位置することなどから、西方浄土の阿弥陀如来を金

堂に安置したとする説など様々な検討がなされてい

るが、法起寺式をとる寺院の本尊がわかっている例

が少ないため特定の仏に対する信仰を見出すことが

難しいことが指摘されている（菱田2005、森2008）。

　本稿では、古代寺院のとる伽藍配置はその寺院の

もつ何らかの思想の表出であるという視点に立ち、

南海道における法起寺式をとる古代寺院の様相を提

示し、その分布から検討を試みたい。

1．南海道の法起寺式をとる寺院

　南海道は紀伊、阿波、讃岐、土佐、伊予、淡路の

6 か国で構成される。讃岐、伊予には多くの寺院が

所在しており先学によって多くの研究がなされてい

る。最も寺院が少ないのは土佐であり、北側を四国

山地が隔てていることにその理由があると理解され

ている。法起寺式をとると考えられている寺院につ

いては、紀伊国、讃岐国、阿波国に所在することが

指摘されている（菱田2005、石松2007）。以下にそれ

らの寺院についてみていきたい。なお、それぞれの

寺院の伽藍配置推定図は図 2 、出土瓦は図 3 にまと

めて掲載している。

1－1 紀伊の法起寺式をとる古代寺院

　神
こ

野
の

々
の

廃寺　和歌山県橋本市に所在する。1976（昭

和51）年に発掘調査が行われた。塔基壇と塔心礎石

が現存している。他の礎石は移動、散逸しており原

位置をとどめていない。心礎は長さ2.86m×幅1.35m

の緑泥片岩の巨石を東西方向の横長に据えていて、

中央部に径86cm×深さ9.3cmの一重孔を穿ってい

る。塔基壇は一辺約12mの規模と考えられており、

心礎から6.5mの地点に河原石を乱石積みにした基

壇の一部が残っている。基壇は版築されている。塔

基壇の周辺部は水田になっている。塔のほかの堂宇

は確認されなかったが、周囲の地形から法起寺式の

伽藍配置が想定されている。遺物には、軒丸瓦、軒

平瓦、丸瓦、平瓦、塼仏などがある。創建瓦は出土

した中で最も古い川原寺式の複弁八弁蓮華文軒丸瓦図1　法起寺式伽藍配置模式図（森1998を一部改編）

南海道の法起寺式伽藍配置をとる古代寺院の検討

貞清　世里
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（Ⅰ・Ⅱ類）であると考えられ、組み合わせられる軒

平瓦は検出されていない。川原寺式の軒丸瓦が出土

していることから、 7 世紀後半から奈良時代後半の

寺院であると考えられている。次に紹介する名古曽

廃寺と同范の軒丸瓦が出土している。寺域は不明で

ある（橋本市教育委員会1977）。

　名古曽廃寺　和歌山県橋本市（旧伊都郡高野口町）

に所在する。俗に「護摩堂」とよばれている（1）。昭和

30年ごろ、付近の道路を改修中に瓦が発見され、古

代寺院跡であると知られるようになった。1989（平

成元）年に高野口町教育委員会、1991（平成 3 ）年に

和歌山県教育委員会により発掘調査が行われ、塔と

金堂の遺構が検出された。伽藍配置は法起寺式に推

定されている。心礎は緑泥片岩で長さ2.23m×幅

1.33mで、中央に二段の柱座孔をもつ。孔の外径は

59cm、深さ 7 cmで、その中心に径22.5cm×深さ

14cmの内孔をもつ。創建瓦は出土状況から、金堂

が川原寺式の複弁八弁蓮華文軒丸瓦と三重弧文軒平

瓦の組み合わせで、塔が本薬師寺式のセットである。

出土した佐野廃寺と同范の軒丸瓦、軒平瓦から、佐

野廃寺と同時期の 7 世紀後半の創建年代が考えられ

ている（小谷2002）。

　佐野（狭屋）廃寺　和歌山県伊都郡かつらぎ町に所

在する。寺域は南北約540尺×東西約270尺と推定さ

れている。金堂、塔、講堂、中門の遺構が検出され

ている。金堂は、基壇が削平されていたが、雨落溝

などから東西約15m×南北13.5mの規模に復元され

ており、 5 間× 4 間の柱間をもつ南面する建物と考

えられている。塔は金堂から約 9 m東方に位置し、

一辺約12mで基壇は版築されていた。講堂は、金堂

と塔の北側に位置し、中心がやや西寄りである。基

壇の南面、東西面が確認され、規模は東西約24m×

南北15m前後に推定されている。柱間数は不明だが、

正面 7 間×奥行 4 間の構造と考えられている。また、

金堂基壇中心から約34m南の地点で幅1.45m×深さ

0.2mの東西方向の雨落溝の一部が検出され、南門

に伴うものと推定されている。出土遺物として、軒

丸瓦、軒平瓦、鬼瓦、鴟尾、塼仏、須恵器などが検

出されている。

　金堂基壇周辺から創建瓦とみられる複弁七葉蓮華

文軒丸瓦と三重弧文軒平瓦が多く検出されており、

寺院の創建年代は670年代とされている（和歌山県教

育委員会1977）。塔の創建瓦として本薬師寺式、巨

勢寺式の瓦の組み合わせが考えられているが、金堂

の創建瓦が先行するほか、名古曽廃寺出土瓦と同范

の瓦が出土している（小谷2002）。

　また、『日本霊異記』にみられる「桑原狭屋寺」は佐

野廃寺をさすといわれている。以下に引用する。

聖武天皇の御世に、紀の国伊刀郡桑原の狭屋寺

の尼等願を発し、その寺に法事を設け、奈良の

右京の薬師寺の僧題恵禅師を請へ（中略）十一面

観音に奉仕りて悔過す。時に彼の里に一の凶し

き人有り。姓は文忌寸なり。（中略）凶しき人の

妻上毛野公大椅の女有り…

� （『日本霊異記』中巻第十一話）

　文忌寸は伊都郡内で主要ポストをしめた一族で、

上毛野公大椅は渡来系氏族の田辺史が改姓したもの

であることから、佐野廃寺の造営氏族は郡司級の豪

族の文忌寸と考えられている。また、神野々廃寺、

名古曽廃寺の造営氏族も郡内に居住していた渡来系

氏族であった可能性が考えられている（小谷2002）。

　以上のように紀伊に所在する法起寺式をとる寺院

は、いずれも伊都郡に分布していることがその特徴

である。和歌山県紀ノ川流域の寺院の出土瓦には大

和と関係が深い瓦当文様が用いられていることが知

られている。佐野廃寺の金堂周辺から川原寺式の複

弁八弁蓮華文軒丸瓦（Ａ類）と三重弧文軒平瓦の組み

合わせ、塔周辺から本薬師寺式軒瓦、巨勢寺式軒瓦

が出土している。川原寺式軒丸瓦には同じ系統とし

てＢ類に分類されるものがあり、紀ノ川流域以南に

分布していることから、川原寺式の細かい別型式と

して「佐野廃寺式」とよばれている。名古曽廃寺から

も川原寺式の複弁八弁蓮華文軒丸瓦が出土しており

創建瓦と考えられているので、名古曽廃寺の創建年

代は佐野廃寺とほぼ同時期とされている。佐野廃寺

南海道の法起寺式伽藍配置をとる古代寺院の検討（貞清 世里）30



から西に約 8 ㎞のところに名古曽廃寺、そこから東

に約 1 ㎞のところに神野々廃寺が位置する。神野々

廃寺出土の川原寺式軒丸瓦（ⅠC類）は伊都郡に分布

する川原寺式軒丸瓦のなかでもっとも川原寺創建瓦

に酷似しており、神野々廃寺の創建年代は670年前

後に想定されている（小谷2002）。紀伊の法起寺式を

とる 3 か寺は、ほぼ同時期に創建されており、出土

瓦にもそれぞれ同范関係がみられる（2）。創建瓦につい

て金堂は川原寺系瓦、塔は本薬師寺系瓦を用いてい

ることも 3 か寺の共通点である。

1－2 讃岐の法起寺式をとる古代寺院

　白鳥廃寺　香川県東かがわ市（旧大川郡白鳥町）に

所在する。1968（昭和43）年度に白鳥町教育委員会に

よって発掘調査が行われた。塔、列石の遺構が検出

されている。塔は、心礎が検出された。心礎石は長

径約1.6m×短径約1.4mで、上面1.2m四方の面が整

えられ、その中央に直径40cm×深さ 8 cmの円形の

柱座が設けられている。心礎のまわりの土には高さ

約40cmの版築が行われた跡がみられ、土壇の高さ

は1.2m前後であったと推定されている。土壇の規

模が一辺約12.3mであることから基壇の規模は方41

尺前後と考えられている。1982（昭和57）年度年報の

地形測量図に金堂が想定されており、法起寺式伽藍

配置をとる。寺域は方一町に推定されている。出土

瓦から創建は白鳳時代で、奈良時代後期には伽藍が

整備され最盛期を迎え、平安後期に火災で廃寺と

なったと考えられている。創建期の瓦には法隆寺式、

奈良時代後期の瓦には平城宮式の影響がみられるこ

とから中央との密接な関係が考えられている（香川

県教育委員会1983）。

　開法寺跡　香川県坂出市に所在する。讃岐国府域

の南西角付近に位置しており、平安時代に讃岐国司

として在任した菅原道真の『菅家文草』に登場する

「開法寺」に相当するものとして取り扱われている。

古くから塔跡の土壇が注目されており、1970（昭和

45）年に坂出市教育委員会によって発掘調査が行わ

れた。

　塔の遺構は周囲の水田より 1 ｍほど高くつくられ

ており、西側で凝灰岩切石による壇上積の基壇約 6

ｍが検出されている。礎石は心礎を中心に四天柱礎

石、側柱礎石ともに17個がそろっている。心礎石は

東西2.15ｍ×南北1.25ｍのほぼ方形で、二重孔式で

ある。柱座は径87cm×深さ 8 cmで、中央に径 4 cm

×深さ15.5cmの穴が穿かれている。心礎石に接する

ように四天柱 4 個、その外側に側柱12個が並べられ

ている。塔基壇は約11.2m（37.7尺）四方で、高さ約

80cmとなり、側柱礎石は5.8m（20尺）四方で、塔は

三重塔であったと推定されている。

　塔の南北から礎石、西から瓦の包含層が確認され

ており金堂に比定されていることから、法起寺式の

伽藍配置が想定されている（川畑・松本1977）。2003

（平成15）年の調査では、塔基壇下から西に約5.7m

の地点で南北に幅約 3 mの瓦だまりが検出され、推

定伽藍の中心軸にほぼおさまることから、寺院遺構

に関連する瓦だまりと考えられている（石井2004）。

近年の研究では、石松好雄は「南海道の古代寺院」『天

武・持統朝の寺院造営―西日本―』（2007）において

法起寺式をとる寺院に分類していない。出土遺物に

は、素縁素弁八葉蓮華文軒丸瓦、複弁八弁蓮華文軒

丸瓦などの軒丸瓦、偏行唐草文軒平瓦、重弧文軒平

瓦などの軒平瓦がある。素縁素弁蓮華文軒丸瓦の型

式から白鳳時代の創建が考えられている（藤井1978、

宮崎2010）。開法寺跡は奈良時代には讃岐国府に付

属する寺院として機能したと考えられており、奈良

時代の出土瓦には讃岐国分寺、国分尼寺の軒丸瓦と

同范のものがみられる（宮崎2010）。

　讃岐国では讃岐平野全域に寺院が分布しており

（松下1977）、11郡構成でそのすべてに寺院が造営さ

れている。寺院の数はのべ28か寺であり、地方では

特異な例である。讃岐国の瀬戸内海沿岸地域で藤原

宮式瓦が広く分布し、藤原宮へ瓦を供給した宗吉瓦

窯跡も存在することが指摘されている。白鳥廃寺は

国の最も東に位置しており、藤原宮式瓦の影響が顕

著である（石松2007）。また、開法寺跡出土の素弁瓦

は、高句麗系瓦の系譜に入り、蘇我氏または秦氏が
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関わると考えられており、畿内主流派の瓦の変形例

としてとらえられている（亀田1995）。

1－3 阿波の法起寺式をとる古代寺院　

　石井廃寺（3）　徳島県名西郡石井町に所在する。

1957（昭和32）年から1959（同34）年まで発掘調査が行

われ、塔、金堂の遺構が検出された。塔の遺構は、

心礎石とそれを取り囲む10個の礎石、基壇の一部が

現存している。心礎石は南北94cm×東西66.6㎝であ

る。建物は 3 間× 3 間で、規模は方5.38ｍ（17.8尺）

である。三重塔に推定されている。金堂の遺構は塔

の心礎石から21.2ｍの距離にある。礎石28個全て現

位置を保って残っており、 5 × 4 間で、柱間はすべ

て1.88ｍである。金堂建物の規模は9.4ｍ×7.5ｍで、

基壇の規模は雨落溝から東西14.0×12.12ｍに復元さ

れている。塔、金堂ともに天平尺を用いたと考えら

れている。伽藍配置は伽藍全体が南面していると想

定されており、法起寺式をとることが通説になって

いる。出土遺物としては軒丸瓦、軒平瓦鬼瓦、須恵

器、土師器などが検出されているが報告書では創建

瓦について言及はされていない（斎藤ほか編1962）。

7 世紀後半から 8 世紀前半の創建が推定されてい

る。

　郡
こう

里
ざと

廃寺（立光寺）　徳島県美馬市美馬町に所在す

る。1967 〜 8（昭和42 〜 43）年に徳島県教育委員会、

美馬町教育委員会によって遺跡確認の調査が行わ

れ、2005（平成17）年に史跡整備に伴い再び発掘調査

が行われた。塔、金堂、回廊の遺構が検出されてい

る。塔は、基壇の一部（東西約 7 m×南北約10m）が

残存しており、掘り込み地業から基壇規模は一辺

12.1m（40尺）に復元されている。基壇上面では心礎

石抜き取り穴、礎石抜き取り穴が検出されており、

礎石は、検出された二つのうち一つが原位置を保っ

ていた。初重の一辺は約6.42m（21.2尺）に復元され

ている。また、心礎が 2 面検出されていることから

塔は一度倒壊したのち再建されたと考えられている。

　金堂の遺構は基壇が検出されず、金堂推定値のト

レンチ調査によって、礎石抜き取り穴にたまったと

考えられる瓦片の堆積、基壇築成土の層、わずかに

検出された溝などから、東西15m×南北約12mの基

壇規模が推定されている。回廊の遺構は、金堂の西

方約 7 mの地点で、幅約3.5mで南北に帯状にのびる

石敷、塔跡の東方約 8 mの地点で幅約 5 mの南北の

帯状の石敷が検出されており、位置関係から東西回

廊にあたる建物であると考えられている。寺域は石

敷、土塁遺構から東西94m×南北120mに想定され

ている。伽藍配置は、塔と金堂の位置から法起寺式

と想定されているが、講堂の遺構は検出されていな

い。そのため講堂のない伽藍配置であった可能性も

考えられている。本稿では法起寺式（仮）として考え

ておく。主な出土遺物は瓦、須恵器、土師器である。

軒平瓦の出土量が 1 点であり極端に少ない。また、

徳島県内で唯一鴟尾が出土している（美馬市教育委

員会2007）。白鳳時代に創建され、平安時代ごろま

で存続した寺院であると考えられている。

　阿波国では、古代寺院として11か寺が確認されて

いる。そのなかでも特に古い寺院が郡里廃寺である。

郡里廃寺の川原寺系の複弁蓮華文軒丸瓦はかなり退

化した形式となっていることが指摘されている（石

松2007）。

1－4 土佐・伊予・淡路の古代寺院

　650年ごろから675年ごろまでの時期に瀬戸内海沿

岸地域のすべての国（中国地方も含む）において最低

1 か寺は造営されており、この時期に造営された寺

院の瓦のうち、系譜が確認できるものでは朝鮮系が

最も多く、次いで畿内非主流が多いことが特徴であ

る（亀田1995）。土佐の寺院は伽藍配置が推定されて

いるものがあまり確認できなかったが、国分尼寺（比

江廃寺）が法隆寺式と推定されているほか、「大寺」

名をもつ大寺廃寺が吾川郡春野町に所在しているこ

とが注目される。伊予の寺院は、道前平野と今治平

野、松山平野に集中して所在している。確認した限

り伊予では法起寺式寺院は分布していない。淡路の

寺院では近年、志筑廃寺が調査されているが、伽藍
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図２　南海道の法起寺式をとる寺院　(縮尺不同)

　１神野々廃寺（小谷2002）

３佐野廃寺（石松2007）

２名古曽廃寺（和歌山県教育委員会編1991）

４白鳥廃寺（香川県教育委員会1983）
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図２　南海道の法起寺式をとる寺院　(縮尺不同)

５開法寺跡(香川県埋蔵文化財センター 2011)

７郡里廃寺(美馬市教育委員会2006)

６石井廃寺(斎藤ほか編1962)
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図3南海道の法起寺式をとる寺院出土瓦（縮尺不同）

図4　南海道の法起寺式をとる寺院の分布と官道（木下2009を改変）
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配置は明らかにはなっていない（松山市教育委員会

文化財課2012）。確認した限り、土佐、伊予、淡路

には、法起寺式をとる寺院は分布していなかった。

2．南海道の法起寺式をとる寺院と官道

　古代国家形成において重要なインフラとして、軍

路や流通の動脈となる官道の整備があげられる。南

海道においては陸路のみならず、瀬戸内海を通る海

路も想定することが必要であるが、本章では陸路と

法起寺式寺院の位置関係についてみていく（図 4 ）。

　紀伊の法起寺式をとる 3 寺院の位置する伊都郡の

かつらぎ町萩原には平城京から南下するルートとし

て萩原駅が比定されている。811（弘仁 2 ）年に旧萩

原駅は廃され、名草駅に替わる駅として萩原駅をお

いたと解釈されている（木下2009）。

　讃岐の開法寺跡は河内駅推定地（4）に近接してお

り、駅、国府、国分寺・国分尼寺が一つの平野に集

中して分布している。古代山城である城山城跡と開

法寺跡は約 2 ㎞の距離であることも注目される。ま

た、瀬戸内海沿岸には 8 世紀から東大寺や法隆寺な

どの畿内寺院の初期荘園がおかれたことが知られて

いる。讃岐国山田郡には 8 世紀初めから弘福寺（川

原寺）の所領があり、施入時期は天智朝前半あるい

は673（天武 2 ）年に遡る可能性が指摘されている（松

原2008）。弘福寺所領のおかれた山田郡は現高松市

林町とされている。同市三谷町付近には三谿駅が比

定されており、想定駅路の南の日山には烽の存在が

考えられている（木下2009）。

　阿波の法起寺式寺院はいずれも官道とは離れた場

所に位置している。石井廃寺は国府推定地である観

音寺遺跡から程近く、国府以遠には718（養老 2 ）年

から797（延暦16）年まで土佐方面への駅路が伸びて

いたと考えられている（木下2009）。

　畿内王権の 4 ・ 5 世紀における瀬戸内海の交通の

主ルートは摂津、吉備、讃岐、伊予、豊前・豊後の

順であったこと、道後平野の久米官衙遺跡群などか

ら伊予が瀬戸内海交通において重要な地域であった

ことが指摘されている（松原2008）。伊予は法起寺式

寺院が分布していないが、法隆寺の荘が設置されて

いること、久米郡の管理氏族がその結びつきに関与

していたことが考えられていること（松原2008）か

ら、法隆寺との関わりが強かったため法起寺式をと

る寺院も分布していない可能性を指摘しておきた

い。

3．南海道の古代山城と寺院

　『日本書紀』持統天皇 3 年 8 月辛丑条に「辛丑に、

伊予総領田中朝臣法麻呂等に詔して曰はく、「讃吉

国の御城郡に獲たる白鷰、放ち養ふべし」とのたま

ふ。」とあり、伊予には総領がおかれたことが知られ

ている。総領、大宰に関する研究、議論は盛んに行

われており、総領と大宰は同一か否か、またその設

置範囲も全国規模であったのか、限られた一部の地

域におかれたのかで、現在もなお意見が分かれてい

る（坂元1964、渡部1983、直木1983、中西1985、亀

井2006など）。総領が軍事的要地におかれた官職で、

その目的には軍事官的要素をもち、国家の要衝にお

かれたとする解釈は共通見解のようである。　　

　総領は軍事的役割をもった官職であったとする流

れをうけ、大宰・総領と朝鮮式山城の関係について

の指摘もなされている。森田梯は、総領は対外防衛

のため天智朝から大宝令施行まで西日本におかれた

軍事官の性格をもつとし、長門、周防、安芸は周防

総領、備後は吉備総領、讃岐は伊予総領が管轄した

と考えられ、山城、神籠石は筑紫大宰ないし三総領

管轄内にあり、総領が山城、神籠石の管理運営に携

わっていたとしている（森田1991）。白石誠二は、総

領は国宰の上にたつ上級官職ではなく国宰とかわら

ない地方官で併存していたとして、伊予総領の管轄

範囲は讃岐、伊予の 2 か国で、各地の総領は山城な

どの軍事的施設の管理維持などを行う対外的軍事的

役割を担っていたと解釈している（白石1992）。狩野

久は、国宰、大宰・総領は大化の評制とほぼ同時期

からおかれた官職で、なかでも大宰・総領は斉明朝

から天武朝初年にかけておかれ、総領は、筑紫、吉

備、周防、伊予に、大宰は筑紫と吉備に限っておか

南海道の法起寺式伽藍配置をとる古代寺院の検討（貞清 世里）36



れたとしたうえで、中国では道を軍隊の軍区編成に

使ったという例から、筑紫と吉備、越などの特定の

地域に限って 7 世紀後半に特別な道制が布かれた時

期がある可能性を指摘し、 7 世紀後半の地方の行政

組織の生まれてくる過程で特定の地域には軍区とし

ての道制が布かれたのではないかと述べている（狩

野2005）。

　先行研究から、伊予総領の管轄範囲は讃岐、伊予

の 2 か国で、伊予の永納山、讃岐の城山、屋嶋城を

管理していたことが想定できる。伊予には法起寺式

をとる寺院は分布していないが、讃岐の城山は坂出

市城山の国府の西北に位置している。坂出市の開法

寺跡は奈良時代に国府付属寺院として機能したこと

が想定されている。城山は記録にはみえないいわゆ

る神籠石式古代山城であるが、西日本の古代山城は

664（天智 3 ）年から667（天智 6 ）年の時期に一連のも

のとしてつくられたとする狩野の見解に従えば、城

山の築城の後に、同郡内に開法寺が創建され、その

後、国府付属寺院の機能を付与されたことになる。

讃岐国府が城山の使用に関与した可能性が考えられ

ており（宮崎編2011）、開法寺は国府付属寺院の実質

的前身であった可能性が生じる。軍事的要衝地にお

かれた官寺的性格をもつ寺院の伽藍配置として観世

音寺式をあげ、鎮護国家的性格を付与された伽藍配

置であることを拙稿（5）で言及した。しかし、開法寺

からは法起寺式の明確な伽藍は検出されておらず、

西海道などの国分寺にみられる変形大官大寺式にも

類似した伽藍配置にも読み取ることができるため、

今後それらを含めた検討が必要である。

4．まとめ

　南海道に所在する法起寺式をとる寺院は、確認し

た限り、紀伊の神野々廃寺、名古曽廃寺、佐野廃寺、

讃岐の白鳥廃寺、開法寺跡、阿波の石井廃寺、郡里

廃寺の 7 か寺である。これらの寺院は、藤原宮系、

畿内系瓦の出土瓦などからその造営に畿内系勢力と

のかかわりが言及されている。とくに、紀伊の寺院

に関しては川原寺式軒丸瓦が出土しており、川原寺

造営にかかわった集団との関係性も指摘されている

ことから、伽藍配置の決定にも畿内系勢力とのかか

わりが想定される。また、寺院の創建年代はいずれ

も、 7 世紀後半から 8 世紀前半、白鳳期に想定され

ている。この時期は全国的に寺院が多く創建される

ことが知られている。分布の特徴としては、紀伊の

3 か寺が同時期に創建されていること、官道との関

係として、紀伊、阿波は駅路、讃岐は南海道に近接

した位置に法起寺式寺院が分布していることがあげ

られる。また、讃岐の城山は開法寺跡と近接してお

り、直接的関係は見出せないが、今後、拠点寺院と

国府、国分寺との関係を考える際重要になってくる

と思われる。

おわりに

　法起寺式をとる寺院の性格および法起寺式の最大

の特徴である南面する金堂の意義を考えるため、本

稿では南海道に位置する法起寺式をとる寺院につい

て集成、検討を試みた。法起寺式と分類あるいは想

定されている寺院のなかには、変形法起寺式といえ

るような講堂を省略したものがあり、伽藍配置の展

開における法起寺式伽藍配置の成立について再考す

る必要があるように感じる。また、金堂の南面は確

認できないが、瓦だまりなどから推定される例など

の場合も含めて、今後法起寺式を集成していくなか

で一定のラインを見いだし、引き続き伽藍配置のも

つ性格について検討を行いたいと考えている。

（1）  「紀伊続風土記」北名古曽村の条にある護摩石が仏寺の塔心礎であ
る（和歌山県史編さん委員会1983）。

（2） 古佐田廃寺を除く伊都郡の寺院にはいずれも川原寺式の軒丸瓦を創
建瓦に用いられており、寺院の造営に川原寺の造営事業に関与した

渡来系氏族の工人による技術が用いられた可能性が指摘されている
（小谷2002）。

（3） 香川県寒川郡にも石井廃寺という名前の古代寺院が所在する。徳島
県の石井廃寺と区別するため、香川県の石井廃寺は神前廃寺という
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別名をもつので石井（神前）廃寺と表記し、単に石井廃寺と表記する
場合は徳島県名西郡のものを指すことにする。

（4） 木下（2009）による
（5） 貞清世里・高倉洋彰2010「鎮護国家の伽藍配置」『日本考古学』30号

　本稿は西南学院大学2012年度学内GP「国際文化研究科院生のスキル
アップに関する実践的取組」「先進研究奨励」事業の助成を受けたもので
す。
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1．はじめに

　弥生時代における建築様式は、大きく竪穴住居と

掘立柱建物の2種類に分けられる。竪穴住居は、そ

の名称が示すとおり住居建築の典型例で、後期旧石

器時代からつくられはじめ、縄文時代には汎列島的

に展開する。小稿が対象とする弥生時代はもちろん、

歴史時代の前半期においても住居として主流をなす

建物であった。掘立柱建物の出現は竪穴住居より遅

く、弥生時代以降に普及する建築様式である。この

うち、地表面を床とするものが平地式建物で床面を

高い所に設けたものが高床式建物である。このうち

高床式建物については、その構造上の利点から主に

倉庫として使用されていたと考えられている。

　上述したとおり、基本的に古代日本の一般的な住

居建築は竪穴住居であったと考えられるが、調査の

蓄積により多くの集落が検出された結果、弥生時代

においても掘立柱建物群を住居として使用していた

と思われる集落が増加している。本研究は、そのよ

うな掘立柱住居に関して、以下に挙げる問題点を明

らかにすることを目的とする。

2．掘立柱住居の研究史

　掘立柱建物が住居として使用されていた可能性は

先学によりすでに検討されている。広瀬和雄氏、小

笠原好彦氏は古墳時代の遺跡の検討から、建築技術

の独占の結果、掘立柱建物には支配者層が居住する

ようになったと推測しており（小笠原1979・広瀬

1978）、武末純一氏は、掘立柱住居の重要性を指摘

したうえで首長居宅形成の動きについては弥生時代

にさかのぼって検討する必要性を指摘している（武

末1987）。その後、弥生時代・古墳時代の大型掘立

柱建物の検出例が相次ぎ、上記の見解に根差した論

考が多く出されている。その他、掘立柱建物が群を

なし普遍的に住居として使用されていた一般集落は

石野博信氏により紹介されている（石野1995）。石野

氏は掘立柱建物が集中して検出された鳥取県の青木

遺跡を挙げ、これらをすべて倉庫とすることの不自

然さを指摘し、これらは掘立柱建物を住居とする一

般的な掘立柱集落と推定している。また、宮本長二

郎氏は、低湿地に立地する集落を、高床建築の住居

と倉庫で構成される高床集落と表現しており、その

具体的な例として福岡県湯納遺跡を挙げている（宮

本1996）。

　以上のように、掘立柱建物が住居として採用され

るのは、弥生時代にまで遡る可能性が強くなったが、

弥生時代における掘立柱住居群の例がでてきた以

上、その採用の経緯については改めて検討する必要

があるだろう。その際、地域的な差異や個々の遺跡

がおかれる地理的環境に立脚した検討を要するのは

いうまでもない。したがって、ひとまずここでは現

在筆者が認識している掘立柱建物を住居として使用

していたと考えられる福岡県下の遺跡を個別に紹介

するとともに、その総体として若干の検討を行いたい。

3．掘立柱住居群の諸例

　ここでは、掘立柱建物を住居として使用していた

と考えられる3遺跡を列挙し、個別に検討を加えたい。

【研究ノート】

福岡県下における弥生時代の掘立柱住居群

中尾　祐太

西南学院大学博物館 研究紀要 創刊号

39



雀居遺跡　福岡市に所在する雀居遺跡

は、低地に立地する遺跡で、弥生時代

早期以降、洪水などの自然作用を絶え

ず受けて幾度となく地形が変化してい

ることが確認されている。また、遺跡

内で古墳時代前期の竪穴住居を検出し

た際、下部から水が浸み出していたこ

とが報告されており、それゆえに木製

品その他の遺物が多く出土している。

いかに竪穴住居に不向きな場所であっ

たかが分かる。

　雀居遺跡からは、弥生時代後期の掘

立柱建物跡が確実なもので38棟分検出

されている。竪穴住居が12棟前後であ

るのに対し、約3倍の数をほこる。

　調査区の最南端に位置する第4、5次

調査区からは弥生時代の29棟の掘立柱

建物が検出されている（第1図）。個別に

みると面積に統一性はなく、最小のも

ので6.62㎡、最大のもので102㎡と差が

あることから、全てが同じ用途であっ

たとは考え難い。全国でも有数しか検

出されていない100㎡を超える超大型建

物SB222、それに次ぐ63㎡の大型建物

SB50も検出されている。

　第4、5次調査区の北西に位置する第7、

9、10、12、13次調査区からも弥生時代

の掘立柱建物跡が検出されている。確

実なものは9棟とされるが、遺構をみる

限り、少なくとも20棟弱は建っていた

ことが想定される。一帯は遺構の検出状況から、東

と西に分けることができるが、掘立柱建物跡は全て

西地点から検出されている。東地点からは、竪穴住

居跡と考えられる柱穴が検出されている他、西地点

の掘立柱建物群の南で4棟の竪穴住居が検出されて

いる。しかし、掘立柱建物の数と比べると極めて少

なく、建物の主体は掘立柱建物であったと考えられ

る。また、東地点と比較すると西地点から極端に多

くの遺物が検出されていることも明らかになってい

る。こうした点を踏まえると、掘立柱建物を住居と

して使用していた可能性は強く、近接する第4、5次

調査地点の掘立柱建物群についても同様に考えるこ

とができるだろう。

　以上のように、雀居遺跡においては、掘立柱建物

が住居として使用されていたと想定しているが、最

たる理由としては前述した立地的環境に起因するも

のと思われる。類例は糸島市に所在する弥生時代終

末期～古墳時代初頭の玉工房として知られる潤地頭

第１図．雀居遺跡第４次・５次調査地点（縮尺１/1000）

福岡県下における弥生時代の掘立柱住居群（中尾 祐太）40



給遺跡の中期の集落が挙げられる。掘立柱建物10棟

以上と甕棺墓群が検出されているが、竪穴住居は1

棟も確認されていない。掘立柱建物はそれぞれ小群

を構成している。

吉武高木遺跡　福岡県福岡市西部の室見川流域の左

岸の低丘陵上に所在する。遺跡群の時期は旧石器時

代後半から中世におよび、特に弥生時代の遺構・遺

物が多く確認されている（第2図）。遺跡群の全体を

第２図．吉武遺跡群における弥生時代の遺構配置（縮尺１/5000）
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知ることはできないが、現在分かっている範囲で全

体を見ると生活遺構は大きく北と南に二分すること

ができる。

　北の居住域は1次調査地点、2次調査地点に集中し

ている。1次調査地点Ⅱ区からは、前期から後期に

かけての竪穴住居が31棟検出されている。（前期3

棟、中期20棟、後期8棟）。対する掘立柱建物は、中

期から後期にかけてのものが33棟検出されている

（中期26棟、後期7棟）。Ⅱ区の東に位置するⅣ区か

らは、前期末の竪穴住居17棟と中期の竪穴住居・掘

立柱建物がそれぞれ7棟検出されている。1次調査地

点に南接する2次調査地点からは、中期の竪穴住居

が3棟、中期から後期にかけての掘立柱建物が40棟

検出されている（中期19棟、後期21棟）。この他、同

調査区からはまとまっての検出ではないが、3棟確

認されている。南の居住域は、4次調査地点周辺に

展開する。検出された生活遺構は中期の円形竪穴住

居6棟、中期から後期の掘立柱建物44棟である。他

の遺構の検出状況からみてほとんどが後期に属する

ことが推測される。

　北と南の共通点として両者ともに居住域における

掘立柱建物の比率が高いということが挙げられる。

北の1次調査地点の中期以降の竪穴住居と掘立柱建

物の比率は中期が竪穴住居27棟に対して掘立柱建物

33棟、後期が竪穴住居8棟に対し掘立柱建物が7棟と

なっている。2次調査地点に関しては、ほとんどが

掘立柱建物によって構成されている。南居住域も同

様で、中期～後期にかけての建物はほとんどが掘立

柱建物で構成されている。集落の時期的な変遷を遺

構の検出状況からみると、前期末～中期初頭に画期

があり、それに伴い掘立柱建物が急増したことが分かる。

　この点については、報告者によって吉武高木遺跡

に近接する東入部遺跡から興味深い検討が試みられ

ている。以下、報告に従い記述する。微高地に立地

する東入部遺跡は約4000㎡を測る弥生時代集落が完

掘調査された例である。集落は弥生時代前期末から

中期前半にかけてのもので、時期は3時期に区別さ

れる。その生活遺構を時期的に大別すると以下のよ

うになる。

・1期（前期末）　小型の円形竪穴住居跡3棟に貯蔵

穴と考えられる土壙が複数伴う

・2期（中期初頭）　大型の円形竪穴住居跡3棟に梁

間・桁行が1×5間の建物3棟が伴う

・3期（中期前半）　3×4間の掘立柱建物3棟に1×2

間の掘立柱建物3 ～ 4棟伴う

　3期になると、2期に竪穴住居であったものが掘立

柱建物に替わるが、床面積が2期の竪穴住居とほぼ

同じであり、竪穴住居と掘立柱建物で形式は異なる

が住居であったと考えられている。

　筆者自身、この検討は首肯すべきと考えており、

一集落の動態を把握するうえで、重要な指摘である

と考えている。もちろん、吉武遺跡群と東入部遺跡

を一体のものとするには距離的な問題もあるが、中

期における画期と掘立柱建物の増加現象に関して

は、関係を認めてもよいのではないだろうか。また、

具体的な検討は今後の課題とするが、掘立柱建物で

構成される2次調査区、4次調査区は掘立柱建物数棟

1単位でグルーピングできそうである。以上の点か

ら中期以降、吉武遺跡群においては掘立柱建物を住

居として使用していたと想定している。南の居住域

に掘立柱建物が集中している点については、北部の

墓域は副葬品を持つものが少ないのに対し、南部の

墓域は、青銅製武器、多紐細文鏡、玉類などを多数

副葬する甕棺墓と木棺墓からなる点や、国内でも最

大級の大型掘立柱建物が所在することに関係するも

のと思われる。

以来尺遺跡　以来尺遺跡は、福岡県筑紫野市大字筑

紫野に所在する複合遺跡で、弥生時代後期を中心と

する。以来尺遺跡の特徴として挙げられるのは、丘

陵の広い平坦面をもつ丘陵先端面に集落を営み、さ

らなる平坦地の確保のため、斜面を削平して、段造

成している点である。以来尺遺跡は北の方が高く、

南にいくに従い段々と低くなっている。平坦面の竪

穴住居は個別に見るまでもなく、概観しただけでも、

やや大型のものが多数を占めているということが分
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かる。具体的に両者の竪穴住居の床面積をみても、

平坦面は約24㎡～約67㎡を測るのに対し、斜面は約

8㎡～ 25㎡である。斜面の竪穴住居に関しては、ほ

とんどが全面の規模が分からないものであるが、残

る部分から推察しても、大型のものはほとんどない

と考えることができる。

　以来尺遺跡の特徴として挙げられるのは、各建物

の建て替えである。特に平坦面の南から斜面にかけ

ては、住居が幾度となく建て替えられたことを確認

することができ、それらの重複関係が旧・新関係で

複数棟におよんでいることから、「強い規制の継承」

と「回帰性」が指摘されている（秦1997）。基本的に住

居は住居に掘立柱建物は掘立柱建物に位置を踏襲し

ていることが多いが、2011号掘立柱建物群・1046号

住居群（第3図）のように、両者が混合し、数棟にわ

たって重複している遺構も存在する。このように、

その「強い規制」を継承しつつ、住居の建て替えのサ

イクルのなかに掘立柱建物があることを考慮する

と、その過程において、掘立柱建物を住居として使

用した時期があったと考えられる。また、このこと

を考慮すると、規制に従い同一地点で何度も建て替

えられている掘立柱建物のなかにも住居として用い

られていたものがあった可能性も十分考えられる。

　複数棟にわたる重複関係によって、以来尺遺跡の

住居、掘立柱建物の同時併存関係を捉えるのは難し

く、これ以外の積極的な根拠はないが、平坦面に所

在する10号掘立柱建物や23号掘立柱建物のような大

型掘立柱建物は他の掘立柱建物からは傑出している

が、平坦面の竪穴住居には同じ規模のものがあるこ

とを付記しておく。

第３図．以来尺遺跡建物2011号群・住居1044号群（縮尺１/100）
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4．検討

　3において、福岡県下の遺跡から3遺跡を挙げ、そ

れぞれが掘立柱建物を住居として使用していた可能

性を述べた。ここでは、これらを総体でみて、共通

点・相違点を抽出し、若干の検討を加えたい。

　まず、大きく異なる点として、それぞれの遺跡が

所在する立地が挙げられる。雀居遺跡は低地、吉武

遺跡群は低丘陵（扇状地）、以来尺遺跡は丘陵上に立

地する。掘立柱建物の住居例は近年、全国的にその

可能性が報告されているが、最も多いのは低地の集

落であり、これは水稲耕作の必要性によるものと理

解できる。ここで挙げた雀居遺跡の場合も、後述す

るようにその他の要因も含めて考える必要もある

が、水稲耕作の必要性による低地の占地が最たる理

由であると考えられる。対する吉武遺跡群、以来尺

遺跡はそれぞれ低丘陵・丘陵上に立地する。吉武遺

跡群の場合は掘立柱建物の増加には東入部遺跡の集

落動態の画期と連動するもとと想定しており、立地

環境には即さない他の理由が考えられよう。以来尺

遺跡についてもやはり他の理由によるものと思われ

る。その理由については、個々の遺跡のみでの判断

は不可能であるため、東入部の例も踏まえて平野単

位・周辺地域との関係で考える必要があるだろう。

その点については今後の課題としたい。

　次にこれらの共通点であるが、ここで挙げた3遺

跡からは、いずれも大型建物が検出されている。池

上曽根遺跡の大型建物の検出以降、大型建物が注目

を集めるようになり、性格に関しては議論があるが、

いずれにしても拠点集落における一つの象徴として

の側面が強調されている。ここで挙げた3遺跡の各

大型建物も機能的には異なると考えられるが、そう

した建物・建築技術を有する集落において積極的に

掘立柱住居が採用された可能性は十分に考えられ

る。特に雀居遺跡・吉武遺跡群において大型建物周

辺に掘立柱建物が集中している。また、吉武遺跡群

では、居住域とともに墓域も南北で分かれているが、

掘立柱建物で構成される南居住域の墓域では、多く

の副葬品が確認されている。この点は、はじめに述

べた先行研究でも述べられているように、一部の「有

力集団」による掘立柱住居の採用と考えられる。し

かし、両者ともに大型建物周辺のみではなく周囲の

一般的な居住域と考えられる場所からも掘立柱建物

が集中して検出されている。雀居遺跡の場合は立地

的環境によるものと考えられるが、吉武遺跡群の2

次調査地点の建物群は、副葬品をもたない墓域に帰

属する一群と想定されるうえ、個別にみると3、4棟

の建物で構成された小グループによりなっていた可

能性が強く、一般的な住居群が立地的要因以外で掘

立柱建物を住居として採用しているということがで

きるだろう。

　掘立柱建物は、構造上の特性から湿地に適した建

物であることはいうまでもなく、はじめに述べた宮

本氏の説をはじめとした多くの論考がある。しかし、

ここでみた例から考えると、少なくとも福岡県下に

おいては、それだけではなく竪穴住居に適する環境

下においても住居として掘立柱建物が採用されてい

る可能性がある。また、すでに想定されているとお

り大型建物をもつような集落に掘立柱住居が集中す

る現象は認められるものの、決して独占的というわ

けではなく周辺の一般的な居住域においても普遍的

に存在していたことも認められた。

5．おわりに

　以上、3遺跡の分析から、それぞれにおける掘立

柱住居の可能性と採用に関する検討を行い、上記の

ような大まかな結果を得た。しかし、ここで挙げた

遺跡はあくまで福岡県下に所在する遺跡の一部であ

る。したがって、全体的な様相としては多くの不備

が残るものである。また、掘立柱住居の採用過程を

検討するための時期的な考察も行っていない。採用

過程をさらに詳しく把握するには、その他の遺構と

あわせ広く集成するとともにそれらの時期も考慮す

る必要がある。このような問題は本文中における

個々の建物の検討不足とあわせて今後の課題としたい。

本稿は、西南学院大学2012年度学内GP「国際文化研
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究科院生のスキルアップに関する実践的取組」にお

ける「先進研究奨励の助成」による研究成果の一部で

ある。
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上
申
候
此
外

銘
々
別
紙
證
文
差
上
申
候
為
後
日
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
福
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
光
寺
監
主

（
五
一
）
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〆
八
人
内
男
四
人

女
四
人

一
願
心
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
板
倉
八
右
衛
門
家
来
　
中
村
学
之
進

　
　
　
〆
壱
人
男

一
専
念
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
松
平
勘
解
由
家
来
　
中
島
斗
右
衛
門
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
称
名
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
松
平
勘
解
由
家
来
　
伊
藤
平
内
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

　
　
　
　
　
去
十
二
月

辻
村
限
助
家
内

小
野
東
前
妻
ニ
成
ル
　
志
希

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
松
平
勘
解
由
家
来
小
柳
津
治
太
夫
厄
介
　
い
ち
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
松
平
勘
解
由
家
来
福
田
定
九
郎
厄
介
　
耊
之
丞
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
奥
平
與
左
衛
門
家
来
宮
崎
林
右
衛
門
娘
　
里
せ
○

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厄
介
　
ぬ
以
○

　
　
　
〆
弐
人
女

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
星
野
善
右
衛
門
家
来
　
小
林
喜
三
郎
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

　
此
者
伺
之
上
帳
　
生
島
原
　
　
　
和
光
院
家
来

　
　
　
　
　
　
名
字
付
亀
太
郎

　
　
　
　
　
〆
壱
人
男

　
面
ニ
入
候
事
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
言
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅

　
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
土
宗
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〆
壱
人
男

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
御
旗
組
　
助
右
衛
門
㊞

一
江
東
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
か
祢
○

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
ま
春
○

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
里
せ
○

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
具
ま
○

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
〆
六
人
内
男
壱
人

女
五
人

一
江
東
寺
印
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
御
旗
組
　
源
藤
太
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
崇
台
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
御
旗
組
　
留
蔵
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
勝
光
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
板
倉
八
右
衛
門
家
来
　
荒
木
財
右
衛
門
㊞

一
玉
峯
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
○

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
〆
三
人
内
男
壱
人

女
弐
人

一
称
名
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
板
倉
八
右
衛
門
家
来
　
陶
山
和
三
郎
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
板
倉
八
右
衛
門
家
来
　
是
永
忠
兵
衛
㊞

一
専
念
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
喜
久
太
郎
○

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
金
五
郎
○

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
熊
太
郎
○

一
晴
雲
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘

　
て
川
○

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
志
け
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
者
川
○

（
四
九
）
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一
晴
雲
寺
㊞

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
下
横
目
利
喜
太
郎

　
母
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
町
同
心
　
仙
四
郎
㊞

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
せ
ん
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
み
や
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
〆
四
人
内
男
壱
人

女
三
人

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
町
同
心
益
平
　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
大
福
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
町
同
心
　
亀
太
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
離
縁
ニ
付

暇
出
除
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
〆
壱
人
男

一
桜
井
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
亀
右
衛
門
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
住
右
衛
門
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
御
旗
組
　
村
八
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
春
ゝ
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
里
恵
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
熊
太
郎
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
〆
五
人
内
男
弐
人

女
三
人

一
崇
台
寺
㊞

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
御
旗
組

　
吉
太
郎
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
江
東
寺
印

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
御
旗
組

　
友
治
㊞
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〆
壱
人
男

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
下
横
目
　
郡
平
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
下
横
目
金
治
　
妻
○

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
新
八
㊞

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

　

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
下
横
目
　
文
六
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
徳
太
郎
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
　
　
　
　
水
奉
行
ニ
成
ル

苗
字
御
免
被
仰
付
候

但
二
之
帳
ニ
入
事

　
　
　
〆
三
人
内
男
弐
人

女
壱
人

一
江
東
寺
印
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
下
横
目
　
伝
之
丞
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男
　

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
下
横
目
　
虎
吉

　
　
　
〆
壱
人
男

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
下
横
目
　
助
四
郎
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
下
横
目
　
定
平
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
晴
雲
寺
㊞

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
下
横
目

　
虎
五
郎
㊞

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
病  

母
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人
女

壱
人

一
江
東
寺
印

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
下
横
目

　
常
七
郎
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

（
四
七
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一
安
養
寺
㊞

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
番
人
豊
大
夫
娘

　
せ
ん
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
番
人
堅
七
郎
　
妻
○

二
月
七
日
届
下
ル

　
光
傳
寺
　
　
御
旗
組
堅
七
郎
　
妻

　
　
　
〆
壱
人
女

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
番
人
　
善
大
夫
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
　
　
　
　
　
番
人
　
所
左
衛
門

　
　
　
倅
　
縫
蔵

　
　
　
　
　
　
妻

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
源
吉
○

一
快
光
院
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
吉
倅
　
源
太
郎
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厄
介
　
奈
川
○

　
　
　
〆
五
人
内
男
三
人

女
弐
人

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
番
人
忠
兵
衛
　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
江
東
寺
印
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
番
人
門
大
夫
　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
番
人
曽
太
夫
　
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
改
有
人
来
丑
二
度
當
病

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厄
介
　
女
○

　
　
　
〆
弐
人
女

一
桜
井
寺
㊞

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
番
人

　
宇
兵
衛
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
一
乗
院
㊞

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
下
横
目

　
儀
右
衛
門
㊞
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折
橋
御
番
人
被
仰
付
候
伊
藤

　
但
二
之
帳
ニ
入
事

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
手
代
　
改
助
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
手
代
平
八
郎
　
祖
母
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
手
代
　
覚
太
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
崇
台
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
手
代
覚
太
　
母
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
手
代
　
亀
三
郎
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男
　
　

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
手
代
　
安
治
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
手
代
　
勇
次
郎
㊞
○

　
　
　
〆
壱
人
男

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
番
人
友
大
夫
　
妻
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
中
病
死
ニ
而
送
候
届
有
之

　
　
　
〆
壱
人
女

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
番
人
　
惣
七
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
護
國
寺
印

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
番
人
善
蔵
家
内

　
よ
祢
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
安
養
寺
㊞

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
番
人
冨
内

　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女
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生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
源
一
郎
㊞

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅

　
源
太
郎
○

一
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘

　
て
徒
○

一
安
養
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○
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〆
四
人
内
男
弐
人

女
弐
人

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
金
縄
常
平
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
ま
川
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
き
ん

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
平
城
文
七
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
吉
見
嘉
藤
治
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
恵
ひ
○

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
ち
か
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
○

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妹
　
み
能
○

　
　
　
〆
五
人
内
男
壱
人

女
四
人

一
桜
井
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
中
村
實
兵
衛
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
音
三
郎
○

　
　
　
〆
弐
人
男

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
大
村
鷲
兵
衛

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姉
　
茂
登
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
護
國
寺
印
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
長
右
衛
門
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
浄
源
寺
㊞

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
大
竹
弥
三
治
㊞

一
江
東
寺
印

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
阿
部
亥
助
㊞

（
三
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一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘

　
志
げ

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弓
削
五
助
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
伊
太
郎
○

　
　
　
〆
四
人
内
男
三
人

女
壱
人

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
良
右
衛
門
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
左
右
進
㊞

一
快
光
院
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
岩
之
助
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
き
ん
○

　
　
　
〆
四
人
内
男
三
人

女
壱
人

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
奥
村
杢
右
衛
門
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
村
大
右
衛
門

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
川
ち
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
登
恵
○

　
　
　
〆
五
人
内
男
弐
人

女
三
人

　
　
　
　
　
　
　 

同
寺
　
娘
　
徒
起

　
　
　
池
田
幾
左
衛
門

善
法
寺
ふ
ゆ

き
越

　
　
　

一
江
東
寺
印
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
隼
太
㊞

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弟
　
末
之
丞
○

一
快
光
院
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妹
　
恵
川
○

　
　
　
〆
三
人
内
男
弐
人

女
壱
人

一
護
國
寺
印

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
西
川
嘉
平
㊞

一
同

　
寺
印

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅

　
亀
次
郎
○

一
同

　
寺
印

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘

　
て
川
○

一
同

　
寺
印

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○
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一
浄
源
寺
㊞

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
黒
田
祐
右
衛
門
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
田
健
平
㊞

　
　
　
〆
三
人
内
男
弐
人

女
壱
人

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
周
蔵
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
貞
八
郎
㊞

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
ふ
さ
○

　
　
　
〆
三
人
内
男
弐
人

女
壱
人

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
本
田
良
大
夫
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
き
登
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
い
恵
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
○

　
　
　
〆
四
人
内
男
壱
人

女
三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
法
寺
　
西
岡
久
左
衛
門

　
　
　
　
　
倅
　
虎
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
戸
一
郎
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
源
寺
　
倅
　
玉
之
助

一
崇
台
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
荒
木
和
五
郎
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
長
治
○

一
光
明
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姉
　
登
美
○

　
　
　
〆
四
人
内
男
弐
人

女
弐
人

一
安
養
寺
㊞

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
下
田
勝
左
衛
門
㊞

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅

　
友
太
郎
○

　
　
　
〆
弐
人
男

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
弓
削
七
兵
衛
㊞
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文
化
十
三
年

　
　
壱

　
　
　
　
宗
門
御
改
影
踏
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
子
正
月
　
　
寄
合

一
我
々
儀
切
死
丹
ニ
而
無
御
座
親
祖
父
よ
り
全
傳
ニ
而
も
無
御
座
候
ニ
付
影
踏
宗
門
并
頼
置
候
寺
又
は
生
國
銘
々
書

付
差
上
申
候
少
も
切
死
丹
之
儀
心
底
ニ
含
不
申
候
ニ
付
切
死
丹
之
起
證
文
ニ
書
載
申
候
此
旨
相
違
御
座
候
ハ
ヽ

て
う
す
伴
天
連
ひ
い
り
よ
す
ひ
り
つ
さ
ん
と
ふ
始
さ
ん
た
ま
り
や
諸
々
の
あ
ん
し
よ
ひ
あ
と
の
罸
を
蒙
り
て
う

す
の
か
う
さ
絶
果
し
ふ
た
つ
の
如
く
頼
母
敷
を
失
ひ
終
に
頓
死
仕
い
ん
へ
る
の
の
苦
患
に
責
ら
れ
浮
事
御
座
有

間
敷
候
事

一
自
然
切
死
丹
之
儀
承
候
ハ
ヽ
可
申
上
候
事

一
只
今
迄
之
宗
門
替
申
度
ニ
付
而
は
御
断
申
上
其
上
ニ
而
替
可
申
事

一
我
々
儀
弥
切
死
丹
ニ
而
無
御
座
候
ニ
付
又
日
本
之
起
證
文
を
以
申
上
候
若
偽
お
申
上
者
梵
天
帝
釋
四
大
天
王
惣
而

日
本
国
中
大
小
之
神
祇
八
幡
大
菩
薩
愛
宕
山
大
権
現
天
満
大
自
在
天
神
別
而
温
泉
四
面
大
明
神
猛
嶋
大
明
神
之
可

蒙
御
罸
者
也
仍
起
證
文
如
件

　
　
文
化
十
三
年

　
　
　
子
正
月

西南学院大学博物館 研究紀要 創刊号

（
二
八
）

西南学院大学博物館 研究紀要 創刊号

71



一
切
死
丹
宗
門
并
傳
之
者
御
穿
鑿
恒
例
急
度
被
仰
付
候
拙
僧
共
寺
旦
那
胡
乱
成
宗
門
無
御
座
候
自
然
不
審
成
者
御

座
候
ハ
ヽ
急
度
可
申
上
候
若
脇

訴
人
御
座
候
ハ
ヽ
拙
僧
共
不
可
遁
其
罪
候
則
旦
那
名
書
頭
判
形
仕
差
上
申
候

此
外
銘
々
別
紙
證
文
差
上
申
候
為
後
日
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
専
照
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
光
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
源
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
法
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
養
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
専
念
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
光
傳
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
護
國
寺
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崇
台
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桜
井
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
快
光
院
㊞
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
泉
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晴
雲
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
東
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
林
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
光
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
板
倉
角
高
殿

　
　
　
　
　
　
矢
内
喜
又
殿

（
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一
善
法
寺
㊞

　
　
　
生
嶋
原

　
　
　
　
　
　
　
池
田
栄
兵
衛
娘

　
ち
よ
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
荻
民
右
衛
門
　
妻
○
　

　
　
　
〆
壱
人
女

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
土
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
花
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
向
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
右
寺
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
光
寺
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
林
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
東
寺
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晴
雲
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
泉
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
快
光
院
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桜
井
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崇
台
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
護
國
寺
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
光
傳
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
専
念
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
養
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
法
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
源
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
光
寺
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
専
照
寺
㊞

西南学院大学博物館 研究紀要 創刊号

（
二
六
）

西南学院大学博物館 研究紀要 創刊号

73



一
崇
台
寺
㊞

　
　
　
生
嶋
原
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㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
〆
五
人
内
男
三
人

女
弐
人

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
本
多
良
太
夫
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
梅
村
俊
蔵
㊞

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
安
之
丞
○

　
　
　
〆
弐
人
男

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
貞
八
郎
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
桜
井
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
本
多
利
八
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
崇
台
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
荒
木
平
兵
衛
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
廉
之
助
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
銀
之
丞
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
と
み
○

　
　
　
〆
四
人
内
男
三
人

女
壱
人

一
崇
台
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
荒
木
鉄
弥
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
護
国
寺
印
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
雨
森
仁
平
㊞

一
同

　
寺
印

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅

　
金
之
助
○

一
同

　
寺
印

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘

　
く
み
○

一
晴
雲
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
〆
四
人
内
男
弐
人

女
弐
人

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
池
田
栄
兵
衛
㊞

（
一
九
）
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一
我
々
儀
切
死
丹
ニ
而
無
御
座
親
祖
父
よ
り
全
傳
ニ
而
も
無
御
座
候
ニ
付
影
踏
宗
門
并
頼
置
候
寺
又
ハ
生
国
銘
々
書

付
差
上
申
候
少
も
切
死
丹
之
儀
心
底
ニ
含
不
申
候
ニ
付
切
死
丹
之
起
證
文
ニ
書
載
申
候
此
旨
相
違
御
座
候
ハ
ヽ

て
う
す
伴
天
連
ひ
い
り
よ
す
ひ
り
つ
さ
ん
と
う
始
さ
ん
た
ま
り
や
諸
々
の
あ
ん
し
よ
へ
あ
と
の
罸
を
蒙
り
て
う

す
の
か
う
さ
絶
果
し
ゆ
う
た
つ
の
こ
と
く
頼
母
敷
を
失
ひ
終
ニ
頓
死
仕
い
ん
へ
る
の
の
苦
患
ニ
責
ら
れ
浮
事
御

座
有
間
敷
事

一
自
然
切
死
丹
之
儀
承
候
ハ
ヽ
可
申
上
事

一
只
今
迄
之
宗
門
替
申
度
ニ
付
而
は
御
断
申
上
其
上
ニ
而
替
可
申
事

一
我
々
儀
弥
切
死
丹
ニ
而
無
御
座
候
ニ
付
又
日
本
之
起
證
文
を
以
申
上
候
若
偽
お
申
上
者
梵
天
帝
釋
四
大
天
王
惣
而

日
本
國
中
大
小
之
神
祇
八
幡
大
菩
薩
愛
宕
山
大
権
現
天
満
大
自
在
天
神
別
而
温
泉
四
面
大
明
神
猛
嶋
大
明
神
之
可

蒙
御
罰
者
也
仍
而
起
證
文
如
件

　
　
文
化
三
年

　
　
　
寅
正
月

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
周
蔵

　
　
　
〆
壱
人
男

一
江
東
寺
印
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
中
島
平
太
左
衛
門
㊞

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
甚
治
○

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
平
三
郎
○

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
新
八
郎
○

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
恵
つ
○

　
　
　
〆
五
人
内
男
四
人

女
壱
人

一
浄
源
寺
㊞

　
　
　
生
嶋
原

　
　
　
　
　
　
　
黒
田
祐
右
衛
門
㊞

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅

　
弁
之
助
○

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
新
三
郎
○
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文
化
三
丑
年

　
　
　
　
宗
門
御
改
影
踏
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
正
月
　
　
寄
合

　
　
　
　
紙
踏
絵

（
一
七
）

「宗門御改影踏帳」（文化三年）　
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〆
壱
人
男

一
西
方
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
忠
七
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
源
七
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
傳
蔵
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
安
太
郎
○

　
　
　
〆
弐
人
男

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
圓
四
郎
㊞

一
護
国
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
定
之
助
○

　
　
　
〆
弐
人
男

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
熊
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辰
八
月
永
々
御
暇
被
下
候

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
○

一
崇
台
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弟
　
甚
太
郎
○

　
　
　
〆
四
人
内
男
弐
人

女
弐
人

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
住
右
衛
門
㊞
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〆
壱
人
男

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
内
村
一
左
衛
門
組
圓
治
　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
柳
大
夫
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
た
か
○

　
　
　
〆
三
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
崇
台
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
元
七
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
毛
登
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
登
み
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
た
け
○

　
　
　
〆
五
人
内
男
壱
人

女
四
人

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
逸
右
衛
門
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
太
助
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
鉄
太
郎
○

　
　
　
〆
弐
人
男

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
勢
起
○

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅

　
久
米
太
郎
○

　
　
　
〆
四
人
内
男
弐
人

女
弐
人

一
快
光
院
㊞

　
　
　
生
嶋
原

　
　
　
　
　
　
　
外
組

　
久
米
右
衛
門
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
江
東
寺
印
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
外
組
　
平
太
左
衛
門
㊞

（
一
五
）
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一
光
傳
寺
㊞

　
　
　
生
嶋
原

　
　
　
　
　
　
　
服
部
治
郎
右
衛
門
組

　
徳
市
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
服
部
治
郎
右
衛
門
組
　
政
右
衛
門
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
桜
井
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
冨
永
弥
藤
治
組
　
増
太
夫
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
増
太
郎
㊞

　
　
　
〆
弐
人
男
　
　
　
　
　

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
冨
永
弥
藤
治
組
忠
次
郎
　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
具
山
彦
十
郎
組
　
周
蔵
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
房
之
助
○

　
　
　
〆
弐
人
男

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
冨
永
弥
藤
治
組
新
平
　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
市
川
傳
太
夫
組
　
喜
藤
太
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
せ
ん
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
只
右
衛
門
組
　
源
六
　
大
坂

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
わ
く
わ
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
源
太
郎
○

　
　
〆
三
人
内
男
弐
人

女
壱
人

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
島
原
　
　
　
　
　
　
　
冨
永
弥
藤
治
組
　
久
米
右
衛
門
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
善
法
寺
㊞

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
真
田
源
五
左
衛
門
組

　
良
太
夫
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
龍
泉
寺
㊞

　
　
　
生
島
原

　
　
　
　
　
　
　
高
橋
只
右
衛
門
組

　
吉
郎
治
㊞
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〆
壱
人
男

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
勝
井
源
五
左
衛
門
組
　
七
左
衛
門

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
み
屋

　
　
　
〆
三
人
内
男
壱
人

女
弐
人

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
石
川
金
左
衛
門
組
喜
曽
太
夫
　
妻

　
　
　
〆
壱
人
女

一
江
東
寺
印
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
只
右
衛
門
組
　
惣
太
夫
㊞

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
さ
き
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
江
東
寺
印
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
石
川
金
左
衛
門
組
　
文
助

　
　
　
〆
壱
人
男

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
内
村
市
郎
兵
衛
組
　
佐
次
右
衛
門
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
内
村
市
郎
兵
衛
組
　
四
郎
左
衛
門

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
て
津
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
内
村
市
郎
兵
衛
組
　
鷲
兵
衛
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
そ
よ
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
勝
光
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
内
村
市
郎
兵
衛
組
　
孫
平

　
　
　
〆
壱
人
男

一
光
傳
寺
㊞

　
　
　
生
嶋
原

　
　
　
　
　
　
　
内
村
市
郎
兵
衛
組

　
源
太
郎
㊞

　
　
　
〆
壱
人
男

一
崇
台
寺
㊞

　
　
　
生
嶋
原

　
　
　
　
　
　
　
市
川
傳
太
夫
組

　
四
郎
治

　
　
　
〆
壱
人
男
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一
専
念
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅

　
平
蔵
㊞

一
護
國
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
専
念
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
右
衛
門
倅
　
和
助
○

一
龍
泉
寺
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
民
之
助
○

一
専
念
寺
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
む
津
○

一
龍
泉
寺
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
蔵
倅
　
市
太
郎
○

一
江
東
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
市
兵
衛
　
妻
○
　

一
専
念
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
倅
　
久
蔵
㊞
　
　
　

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
専
念
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
多
市
兵
衛
倅
　
市
五
郎
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
倅
　
市
三
郎
○

一
龍
泉
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
民
之
助
○

一
専
念
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
む
津
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
ち
へ
○

一
龍
泉
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
蔵
倅
　
市
太
郎
○

　
　
　
〆
拾
三
人
内
男
七
人

女
六
人

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
橋
本
新
五
郎
　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
石
井
百
兵
衛
　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
桜
井
寺
㊞

　
　
　
生
嶋
原

　
　
　
　
　
　
　
兼
田
藤
左
衛
門
厄
介

　
志
ち
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
晴
雲
寺
㊞

　
　
　
生
嶋
原

　
　
　
　
　
　
　
板
倉
八
右
衛
門
内

　
清
水
丈
右
衛
門
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一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
加
祢
○

一
浄
源
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
父
　
友
蔵
○

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
○

　
　
　
〆
八
人
内
男
三
人

女
五
人

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
永
野
左
七

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
熊
太
郎
○

　
　
　
〆
弐
人
男

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
本
多
仙
六
　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
磯
永
貞
治
印

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
ま
さ
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
き
く
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
幸
三
郎
○

　
　
　
〆
四
人
内
男
弐
人

女
弐
人

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
瀬
崎
段
四
郎
孫
　
婦
さ
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
弓
削
仁
太
夫
孫
　
津
累
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
市
川
時
左
衛
門
倅
　
定
之
進
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
生
大
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
之
進
倅
　
民
五
郎
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
娘
　
て
い
○

　
　
　
〆
三
人
内
男
弐
人

女
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　

一
光
傳
寺
㊞

　
　
　
生
嶋
原

　
　
　
　
　
　
　
宮
田
怡
助
㊞

一
晴
雲
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
護
國
寺
印
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
本
多
市
右
衛
門
　
妻
○

（
一
一
）
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一
安
養
寺
㊞

　
　
　
生
嶋
原

　
　
　
　
　
　
　
丸
山
弥
五
助
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
丸
山
弥
一
左
衛
門
印

　
　
　
〆
壱
人
男

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
大
沢
段
七
㊞

一
光
傳
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

　
　
　
〆
弐
人
内
男
壱
人

女
壱
人

　
　
　

一
江
東
寺
印
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
川
井
丈
右
衛
門
㊞

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
津
累
○

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
具
里
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
屋
寿
○

一
善
法
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
伊
兵
衛
○

　
　
　
〆
六
人
内
男
弐
人

女
四
人

一
本
光
寺
印
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
荒
木
彦
蔵
㊞

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
き
よ
○

一
同
　
寺
印
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
多
喜
太
郎
○

　
　
　
〆
三
人
内
男
弐
人

女
壱
人

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
渡
部
好
兵
衛
　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
奥
村
忠
四
郎
㊞

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
生
宇
都
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
生
嶋
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘

　
多
起
○

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅

　
龍
太
郎
○

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘

　
毛
恵
○
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　〔
紙
踏
絵
〕

一
安
養
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
甲
斐
喜
平
太
　
妻
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
里
乃
○

　
　
　
〆
弐
人
女

一
晴
雲
寺
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
嶋
田
吉
郎
右
衛
門
　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女

一
快
光
院
㊞
　
　
　
生
嶋
原
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
喜
惣
右
衛
門
㊞

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
　
由
く
○

一
同
　
寺
㊞
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倅
　
小
太
郎
○

一
同

　
寺
㊞

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
父

　
幾
左
衛
門
○

一
護
国
寺
印

　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
○

　
　
　
〆
六
人
内
男
三
人

女
三
人

一
晴
雲
寺
㊞

　
　
　
生
嶋
原

　
　
　
　
　
　
　
酒
田
清
蔵

　
妻
○

　
　
　
〆
壱
人
女

（
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　〔
無
表
題
〕

一
我
々
儀
切
死
丹
ニ
而
無
御
座
親
祖
父

全
傳
ニ
而
も
無
御
座
候
付
影
踏
宗
門
并
頼
置
候
寺
又
は
生
国
銘
々
書
付
差

上
申
候
少
も
切
死
丹
之
儀
心
底
ニ
含
不
申
候
付
切
死
丹
之
起
請
文
書
載
申
候
此
旨
相
達
御
座
候
ハ
ヽ
て
う
す
伴

天
連
ひ
い
り
よ
す
ひ
り
つ
さ
ん
と
う
始
さ
ん
た
ま
り
や
諸
々
の
あ
ん
し
よ
へ
あ
と
の
罸
を
蒙
り
て
う
す
乃
か
う

さ
絶
果
し
ゆ
う
た
つ
の
こ
と
く
頼
母
敷
を
失
終
頓
死
仕
い
ん
へ
る
の
ヽ
苦
患
ニ
被
責
浮
事
御
座
有
間
敷
事

一
自
然
切
死
丹
之
儀
承
候
ハ
ヽ
可
申
上
事

一
只
今
迄
之
宗
門
替
申
度
付
而
は
御
断
申
上
其
上
ニ
而
替
可
申
事

一
我
々
儀
弥
切
死
丹
ニ
而
無
御
座
候
付
又
日
本
之
起
請
文
を
以
申
上
候
若
偽
お
申
上
は
　
梵
天
帝
釋
四
大
天
皇
揔
而

日
本
国
中
大
小
之
神
祇
八
幡
大
菩
薩
愛
宕
山
大
権
現
天
満
大
自
在
天
神
別
而
温
泉
四
面
大
明
神
猛
嶋
大
明
神
之
可

蒙
御
罸
者
也
仍
而
起
請
文
如
件

　
　
天
明
四
年
辰
二
月
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凡
　
　
例

一
、
本
書
は
、
嶋
原
藩
の
宗
門
人
別
改
帳
で
あ
る
。

一
、
本
書
の
原
本
は
、
西
南
学
院
大
学
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

一
、
刊
行
に
際
し
て
は
、
な
る
べ
く
原
本
の
体
裁
を
表
す
よ
う
に
つ
と
め
た
が
、
多
少
の
修
正
を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

一
、
変
体
仮
名
は
、
江
、
而
の
み
活
字
を
小
さ
く
し
て
用
い
、
他
は
平
仮
名
に
改
め
た
。
ま
た

は
も
と
の
ま
ま
に
し
た
。

一
、
旧
字
は
原
文
通
り
と
し
た
。

一
、
原
本
の
虫
損
等
に
よ
り
判
読
不
能
の
文
字
は
□
で
示
し
た
。

一
、
原
本
の
抹
消
や
書
き
直
し
な
ど
に
よ
る
訂
正
は
そ
の
両
方
を
示
し
た
。

一
、
氏
名
は
原
文
通
り
と
し
た
。

一
、
原
本
に
あ
る
貼
紙
は
四
角
で
囲
ん
で
表
記
し
た
。

（
七
）
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1
五
野
井
隆
史『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）二
三
三
〜
二
三
五
頁
。

2「
1
．
無
題
」に
つ
い
て
は
表
紙
欠
損
の
た
め
作
成
者
不
明
。

3『
藩
史
大
事
典
』第
七
巻
九
州
編（
雄
山
閣
、
一
九
九
三
年
）二
二
八
〜
二
二
九
頁
。

4
安
高
啓
明「
天
草
に
お
け
る
宗
門
改
│
影
踏
と
踏
絵
│
」（
安
高
啓
明
編『
海
流
に
魅
せ
ら
れ
た
島

　
天
草
│
祈
り
の
原
点
と
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
』西
南
学
院
大
学

博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）四
五
〜
四
八
頁
。

5
片
岡
弥
吉『
踏
絵
│
禁
教
の
歴
史
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
一
年
）七
七
〜
七
九
頁
。

6
紙
踏
絵
に
つ
い
て
は
、
髙
倉
洋
彰「
踏
絵
の
一
形
態
│
紙
踏
絵
の
紹
介
と
検
討
│
」（
日
本
考
古
学
協
会
二
〇
一
二
年
度
福
岡
大
会
実
行
委
員
会
編『
二
〇
一
二
年

度
福
岡
大
会
研
究
発
表
資
料
集
』一
般
社
団
法
人
日
本
考
古
学
協
会
、
二
〇
一
二
年
）二
五
〜
四
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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中
津
、
臼
杵
、
府
内
、
杵
築
な
ど
が
あ
っ
た 

。
嶋
原
藩
は
、
福
岡
藩
や
熊
本
藩
な
ど
の
よ
う
に
自
藩
で
踏
絵
を
所

持
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ず
、
然
る
べ
き
時
期
が
き
た
ら
、
長
崎
奉
行
所
へ
赴
き
手
続
き
を
経
て
踏
絵
を
借
用
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
長
崎
に
お
い
て
、
絵
踏
は
正
月
三
日
に
町
年
寄
方
で
お
こ
な
わ
れ
、
翌
日
か
ら
町
方
か
ら
始
め
ら
れ
る
の
が
慣

例
で
、二
月
中
旬
に
は
村
方
で
の
絵
踏
が
終
了
し
た
。時
期
的
な
こ
と
も
あ
っ
て
、絵
踏
は〝
年
中
行
事
化
〞し
て
い
っ

た
面
が
あ
る
。
そ
し
て
三
月
中
に
は
長
崎
奉
行
所
お
よ
び
代
官
所
に
宗
門
人
別
改
帳
を
提
出
し
た
。
嶋
原
藩
の
場

合
は
、
本
資
料
を
通
覧
す
る
と
、
起
請
文
の
日
付
が
正
月
や
二
月
と
な
っ
て
い
る
。
嶋
原
藩
で
は
、
一
月
二
十
五
日
、

二
十
六
日
に
城
下
か
ら
絵
踏
が
行
な
わ
れ
て
い
た５

。
絵
踏
開
始
に
と
も
な
い
起
請
文
が
読
み
聞
か
せ
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
こ
こ
の
日
付
は
起
請
文
が
作
成
さ
れ
た
日
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
本
資
料
は
共
通
し
て
起
請
文
前
書
が
収
め
ら
れ
、
以
下
、
檀
那
寺
と
人
名
が
続
く
。
そ
し
て
、
末
尾
に
は
差
出

お
よ
び
宛
所
が
あ
り
、
各
冊
共
通
し
て
、
寺
院
か
ら
家
臣
へ
宛
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
天
明
四

年
本
と
文
化
三
年
本
に
は
紙
踏
絵
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
の
ち
に
綴
じ
直
さ
れ
た
際
に
挿
入
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う６

。
嶋
原
藩
で
は
明
治
四
年（
一
八
七
一
）ま
で
影
踏
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
宗
門
帳
も

作
成
さ
れ
て
い
る
。

　
宗
門
人
別
改
帳
に
は
檀
那
寺
に
所
属
す
る
す
べ
て
の
人
が
記
載
さ
れ
る
。
し
か
し
、
宗
門
改
の
時
に
外
出
し
て

い
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
該
当
者
の
箇
所
に
行
き
先
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
資
料
の
基
本
的
な
構
成
は
、「
一
檀
那

寺
／
押
印
／
生
所
／
役
職
・
組
／
氏
名
／
押
印
」と
な
っ
て
い
る
。
押
印
は
す
べ
て
黒
印
で
、
檀
那
寺
は
丸
印
も
し

く
は
角
印
、
戸
主
は
丸
印
、
女
性
の
場
合
は
筆
軸
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

　
嶋
原
藩
で
は
戸
別
に
影
踏
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
戸
ご
と
に「
〆
〜
人
内
男
〜
人
女
〜
人
」と
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、夫
と
妻
で
檀
那
寺
が
異
な
っ
て
い
た
り
、父
子
家
庭
で
も
異
な
っ
て
い
る
例
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、

父
方
の
檀
那
寺
で
は
な
く
、
母
方
の
檀
那
寺
に
属
し
て
い
る
子
供
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　
本
資
料
に
よ
っ
て
、
断
片
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
嶋
原
藩
武
家
の
人
口
が
示
さ
れ
る
。
あ
わ
せ
て
、
こ
こ
に
記

さ
れ
た
職
名
に
よ
っ
て
、江
戸
時
代
中
後
期
の
嶋
原
藩
の
職
制
が
わ
か
る
。
ま
た
、家
内
で
檀
那
寺
が
異
な
る
な
ど
、

江
戸
時
代
の
家
族
形
態
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
記
し
た
よ
う
に
、
嶋
原
藩
は
絵
踏
を
影
踏
と
称
し
て
い
た
。

こ
れ
を
反
映
す
る
よ
う
な
宗
門
人
別
改
帳
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
絵
踏
の
地
域
性
も
裏
付
け
る
資
料
と
い
え
よ
う
。
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1
．
無
表
題（「
宗
門
御
改
影
踏
帳
」）
／
天
明
四（
一
七
八
四
）年
／
三
一
・
〇
×
二
三
・
〇
／
堅
帳
／
十
九
丁

2
．
宗
門
御
改
影
踏
帳
／
文
化
三（
一
八
〇
六
）年
／
三
一
・
五
×
二
二
・
〇
／
堅
帳
／
二
十
七
丁

3
．
宗
門
御
改
影
踏
帳
／
文
化
十
三（
一
八
一
六
）年
／
三
一
・
〇
×
二
三
・
〇
／
堅
帳
／
三
十
七
丁

4
．
宗
門
御
改
影
踏
帳
／
文
化
十
三（
一
八
一
六
）年
／
三
一
・
〇
×
二
三
・
〇
／
堅
帳
／
二
十
二
丁

5
．
宗
門
御
改
影
踏
帳
／
天
保
二（
一
八
三
一
）年
／
三
一
・
〇
×
二
三
・
〇
／
堅
帳
／
三
十
六
丁

6
．
宗
門
御
改
影
踏
帳
／
天
保
二（
一
八
三
一
）年
／
三
一
・
〇
×
二
三
・
〇
／
堅
帳
／
十
九
丁

7
．
宗
門
御
改
影
踏
帳
／
天
保
四（
一
八
三
三
）年
／
三
一
・
五
×
二
二
・
五
／
堅
帳
／
十
九
丁

8
．
宗
門
御
改
影
踏
帳
／
嘉
永
五（
一
八
五
二
）年
／
三
一
・
〇
×
二
二
・
五
／
堅
帳
／
五
十
二
丁

9
．
宗
門
御
改
影
踏
帳
／
嘉
永
五（
一
八
五
二
）年
／
三
一
・
〇
×
二
二
・
五
／
堅
帳
／
二
十
一
丁

10
．
宗
門
御
改
影
踏
帳
／
嘉
永
七（
一
八
五
四
）年
／
三
二
・
〇
×
二
三
・
〇
／
堅
帳
／
五
十
六
丁

11
．
宗
門
御
改
影
踏
帳
／
文
久
三（
一
八
六
三
）年
／
三
二
・
〇
×
二
三
・
〇
／
堅
帳
／
十
七
丁

　
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
天
明
四
年（
Ａ
1
│
〇
〇
1
│
1
）・
文
化
三
年（
Ａ
1
│
〇
〇
1
│
2
）・
文
化

十
三
年（
Ａ
1
│
〇
〇
1
│
3
）・
文
化
十
三
年（
Ａ
1
│
〇
〇
1
│
4
）の
み
を
取
り
上
げ
る
。

　
西
南
学
院
大
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る「
宗
門
御
改
影
踏
帳
」の
作
成
者
は「
寄
合
」（
2
〜
6
）、「
宗
門
方
」（
7
〜

11
）と
あ
る２

。「
宗
門
方
」は
藩
の
職
制
で
は
町
方
に
属
し
、
町
奉
行
、
そ
し
て
吟
味
役
の
下
に
位
置
し
て
い
る３

。
宗

門
人
別
改
帳
は
役
所
に
提
出
す
る
分
と
控
え
の
も
の
が
存
在
す
る
。
毎
年
役
所
に
提
出
さ
れ
る
宗
門
人
別
改
帳
は
、

一
定
期
間
管
理
さ
れ
た
後
に
破
棄
さ
れ
、
当
該
年
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
。
今
日
、
残
さ
れ
て
い
る
宗
門
人
別
改

帳
は
、
概
ね
町
方
・
村
方
で
控
え
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
本
資
料
も
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
な
お
、
本
資
料
の
表
紙（
資
料
名
）に
は「
宗
門
御
改
影
踏
帳
」と
あ
る
。
影
踏
と
は
絵
踏
の
こ
と
で
あ
り
、
嶋
原

藩
で
は
絵
踏
の
行
為
を
影
踏
と
称
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
を
反
映
し
た
通
称「
宗
門
人
別
改
帳
」が
作
成
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
呼
称
の
相
違
は
、
各
地
で
の
呼
ば
れ
方
に
起
因
す
る
も
の
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
天
草
の
よ

う
に
支
配
替
わ
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
長
崎
代
官
時
代
に
は「
宗
門
御
改
踏
絵
帳
」と
称
し
て
い
な
が
ら
、
支

配
替
に
よ
る
嶋
原
藩
時
代
に
は「
宗
門
御
改
影
踏
絵
帳
」と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る４

。
つ
ま
り
、
絵
踏
の

呼
称
の
地
域
性
が
、
こ
こ
に
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
嶋
原
藩
は
長
崎
奉
行
所
か
ら
踏
絵
を
借
用
し
て
絵
踏
を
行
な
っ
て
い
た
藩
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
嶋
原
藩
と
同
じ

く
長
崎
奉
行
所
か
ら
踏
絵
を
借
用
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
は
、
豊
後
日
出
、
五
島
、
大
村
、
延
岡
、
豊
後
岡
、
豊
後

「宗門御改影踏帳」（１）　解　題

（
三
）
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解
　
題

　
西
南
学
院
大
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る「
宗
門
御
改
影
踏
帳
」（
資
料
番
号
Ａ
1
│
0
0
1
│
1
〜
11
）は
、
通
称
、

「
宗
門
人
別
改
帳
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
政
策
が
展
開
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
幕
府
は
寺

請
制
度
を
確
立
し
、
町
人
・
村
人
を
檀
那
寺
に
所
属
さ
せ
る
こ
と
で
人
民
統
制
を
図
っ
た
。
幕
府
の
禁
教
政
策
を

象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、江
戸
時
代
の
戸
籍
の
用
途
も
果
た
し
た
の
が
本
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　

　
宗
門
人
別
改
帳
と
し
て
現
存
し
て
い
る
最
古
の
も
の
は
、
寛
永
十
一（
一
六
三
四
）年
七
月
二
十
七
日
付
の「
平
戸

町
人
数
改
之
帳
乙
名
石
井
新
兵
衛
」（
九
州
大
学
附
属
図
書
館
附
設
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）と
さ
れ

る
。
こ
れ
は
一
冊
三
十
三
丁
か
ら
な
り
、
家
持
町
人
の
部
に
借
屋
人
の
部
が
つ
づ
き
、
一
戸
ご
と
に
戸
主
以
下
の

家
族
・
下
人
・
下
女
の
順
で
記
し
、
合
計
の
人
数
と
男
女
の
内
訳
を
書
き
示
し
て
い
る
。
全
冊
一
筆
で
、
本
人
の

印
が
あ
り
、「
転
び
」か
否
か
記
載
は
な
い
も
の
の
、「
転
び
」で
な
い
仏
教
徒（
素
人
）に
は「
元
来
」と
特
記
し
区
別

し
て
い
る1

。

　
先
の
平
戸
町
の
人
別
帳
は
、
幕
府
直
轄
領
長
崎
の
平
戸
町
に
居
住
す
る
町
人
の
も
の
に
な
る
。
本
資
料
は
嶋
原

藩
武
家
の
人
別
帳
で
あ
り
、全
十
一
冊
か
ら
な
る
。
本
資
料
の
紹
介
に
先
立
ち
、各
冊
が
所
収
す
る
年
次
及
び
法
量
、

形
状
、
丁
数
を
記
し
て
お
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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啓
　
明
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あ
　
ゆ
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資
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紹
介

西
南
学
院
大
学
博
物
館
所
蔵
「
宗
門
御
改
影
踏
帳
」（
1
）
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資
料
紹
介

西
南
学
院
大
学
博
物
館
所
蔵
「
宗
門
御
改
影
踏
帳
」
（
1
）
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